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開会 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さんおはようございます。 

  昨日は台風２１号の影響で、いろんなも

のが飛んだり停電が起きたりというような

中、本当に大変な中、職員の皆さんには御

対応いただきましてありがとうございまし

た。 

  また昨日、私の判断で議会に一般質問さ

せていただきましたけども、途中停電等が

ありまして、インターネットの中継等うま

くいかなかった点については、おわび申し

上げたいと思います。済みませんでした。 

  それではただいまから一般質問の２日目

を始めたいと思います。 

  あともう１点、済みません。報告漏れま

したけども、昨日の西岡議員の一般質問に

ついてはインターネット中継ができません

でしたけども、録画のほうについては、も

う既にアップをさせていただいてますので、

よろしくお願いしたいと思います。それで

は始めます。 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  田中龍一議員を指名いたします。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ２番、田中龍一でございます。皆様、改

めましておはようございます。 

  議長から発言のお許しをいただきました

ので、一般質問をさせていただきます。町

民の皆さんの代表としまして、しっかりと

質問をさせていただきます。また、このま

ち豊能町をよりよりまちへと変えてまいり

たいという思いで、質問・提案をさせてい

ただきますので、理事者におかれましては

前向きな御答弁をお願いいたします。 

  大きく次の４点について質問させていた

だきます。 

  １点目は、土砂災害警戒区域内の住民へ

の災害情報の周知について。２点目は、豊

能町保幼小中一貫教育施設について。３点

目は、豊能町「道の駅」について、４点目

は豊能町の町のコンセプトなどについてで

ございます。 

  まずは１点目でございますけれども、６

月の大阪北部地震、平成３０年７月豪雨、

８月の台風２０号、また昨日の台風２１号

で被災された方々に心よりお見舞い申し上

げます。また、豊能町でも被災された方は

少なからずいらっしゃいます。決して他人

事ではございません。 

  そこで災害情報を必要な住民に確実に伝

えることは、行政の責務であると思ってお

ります。豊能町では土砂災害特別警戒区域

内の世帯を対象に、屋内でも災害情報が聞

けるように、個別受信機を無料で貸与して

おります。しかし、特別警戒区域だけでは

足りないと思います。土砂災害警戒区域ま

でエリアを広げるべきだと思います。 

  豊能町も避難勧告を出されるときは、土

砂災害警戒区域を対象に出されております。

やはりこの区域は危ないということで考え

ておられると思います。そして、総務省も

土砂災害警戒区域を対象に、７０％の特別

交付税を措置してくれるというふうなこと

もなっております。そういったことからも、

私はぜひこの区域を土砂災害警戒区域に広
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げていただきたいと思っておりますけれど

も、その御回答をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  土砂災害警戒区域への個別受信機の貸与

でございますけども、警戒区域内について

は、今はその対象としておらないところで

ございます。これについては屋外スピーカ

ーの整備を基本といたしまして、どうして

もというところについては個別受信機とい

うことを計画いたしてましたもので、今は

特別警戒区域のみを対象としているという

ところでございます。御理解いただけます

ようどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  避難勧告を出される区域を土砂災害警戒

区域で出されておられるので、これはぜひ

広げないと、豊能町のやっていることが非

常にアンバランスですので、ぜひともこれ

については再考をお願いいたします。これ

までもずっとお願いしておりますけれども、

人の命にかかわることでございます。 

  次に個別受信機貸与の周知の方法です。

これは今まで広報とよので全戸配布してい

るこのやり方では伝わりません。伝わらな

かったから、以前も避難行動要支援者の方

にはほとんど応募がなかったので、各戸に

配布を切りかえて、その後、貸与者がふえ

たというふうに報告がありましたけれども、

当然ながら土砂災害警戒区域の方へも各戸

配布をしないといけないと思います。以前

はこの区域が特定できないからというふう

に言われておりましたけれども、平成３０

年の７月豪雨に際しましては、大阪豊能町

は土砂災害警戒区域に住む９１２世帯、1,

３６８人に避難勧告を実施したというふう

にテレビ等では報道されておりました。と

いうことは、これは特定されているものだ

と私は思います。でないとこの数字は出せ

ませんので。またこの放送を見て、私の家

にも私の区域はこの区域に入っているのか

という問い合わせもありました。恐らく町

にも同じような問い合わせが多数あったも

のだと思います。災害時にこのような対応

に従事すれば、災害対応ができないことも

当然想定されます。平時にこれは周知する

ということは、必ずや必要やと思っており

ますので、各戸にポストインする、これを

ぜひお願いしたい。お宅の家はこういう区

域に含まれております。町としてはそのた

めに個別受信機を無料で貸与しております

といった文を書いて各戸に入れないと、周

知はできないと思います。その点について

よろしくお願いいたします。 

  これは、以前は件数が把握できてないと

いう話でしたけれども、件数は把握されて

おります。またこの意識がまだ高くないと

いう話でしたけれども、きのうも大きな台

風がまいりました。意識の問題ではないん

です。豊能町は必ずやこういった情報を皆

さんにお伝えする責務があると思っており

ますので、その点についてぜひ各戸にポス

トインするということでお願いしたいと思

いますけれども、それについて御回答をお

願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  土砂災害警戒区域何戸というふうに広報

したという点でございます。御存じのとお

り、図面の区域内の建物を地番図とか住宅

地図と照合して、ピックアップしていくわ
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けです。その上で、住民基本台帳で本当に

住んでおられるのかどうかとか、そのお住

まいの方のお名前はどうかとかいうものを

確認しなければならないですけど、そこま

ではまだ豊能町はしていないというような

状況です。地図で入っているかどうかが判

断困難な状況もあるので、判断ができない

建物も多くあると。これも実際のところで

ございます。 

  配布いたしました防災マップとかホーム

ページの電子ハザードマップによりまして、

特別警戒区域に入っているのか警戒区域に

入っているのかは、御自身で確認がいただ

けるようになっていると。このようなこと

から、個別への通知は行っていないわけで

ございますけども。 

  きのうも申し上げましたが、ことしの１

１月号の広報で、再度期間を設けて貸与申

請の受け付けを周知するという予定でござ

います。その際には、確認方法についても

う一度わかりやすく広報いたしますととも

に、御自身で確認して申請されるようにお

知らせをしたいというふうに思っておりま

す。それでも問い合わせが議員おっしゃる

とおり多数ございまして、住民の皆様が確

認ができないというようなことでございま

したら、議員のおっしゃるとおり、個別で

の通知が必要かと思っております。議員の

ほうでも周知、御協力を願えたらというふ

うに思っております。どうぞよろしくお願

いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これはやはりおかしいと思います。これ

はやはり人の命にかかわる話です。きちっ

と行政特定してやるべき話です。これは本

当に災害時に問い合わせがあって、それを

行政には一々調べている時間はないと思い

ます。平時からこれをやはり広く知ってい

ただく。住民の方にお任せするというのは、

どう考えてもおかしいので、これについて

再度検討をお願いします。本当に行政の怠

慢と言われても仕方がないと思います。こ

れは地図上でも確定して、いらっしゃるい

らっしゃらないは、その家にポストインす

ればいいわけであって、まずはその区域に

入ってる家に知らせるということはまず大

事ですので、それについては本当、また要

望ですけれどもお願いします。これは必ず

ややっていただかないと、幸い今のところ

大きなことはないですけれども、人命にか

かかわる話ですから、絶対お願いいたしま

す。 

  次に２点目、豊能町保幼小中一貫教育施

設について質問させていただきます。今豊

能町内の小中学校を１カ所に集めるという

内容で、設計を事業者に対して公募されま

した。しかし最も基本となる敷地が不明確

な上に、さらに提案可能範囲と称されると

ころに、現在使用中の施設が含まれた状態

で事業者に公募されました。私はこれまで

の経験から、そのようなずさんな事例とい

うのは知りませんけれども、本当にこのよ

うな参考にされた事例というのはあるのか

どうかについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  プロポーザルを実施する上で他市を参考

にしたのかということでございますけれど

も、行政でございますので、当然他市の事

例を調べるというのは当たり前でございま

して、いろいろなところも見ております。

見た中には、例えば学校をつくるんですけ

れども、その建設の候補地まで提案してく
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れというようなプロポーザルもございまし

て、プロポーザルの内容自体につきまして

は、当然各市町におきまして考え方はばら

ばらでございました。ですからそのような

他市の事例を見ましたけれども、結局はや

っぱり当町で考えないかんなということで、

町教育委員会としてやり方を考えて、した

ものでございます。ただ、よその市町を参

考にしたのかということでございましたら、

見るのは見て、考え方というのを研究はさ

せていただきました。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  研究されたということですけれども、今

ある既存のもの、まさに今使っているもの

を敷地内に入れて提案させるというのは、

どう考えてもやはりおかしいと思います。 

  次に、また今回町が示した案で、吉川中

学校とその周辺に豊能町内全ての小中学校

をまとめた小中一貫校を建設するといった

ことになっておりますけれども、学校に附

属して通学用のバスの駐車場とか職員駐車

場、運動会、文化祭などでは保護者用の駐

車場スペースも必要です。さらに認定のこ

ども園もつくるということですけれども、

周辺を住宅地に囲まれて、面積をふやすこ

とはできない。こういった吉川中学校と周

辺の使用中の敷地を合わせても、なかなか

求める全ての機能を実現するということは、

物理的に私は困難であると思っております。

なぜならば、能勢町の小中一貫はささゆり

学園ですけれども、大阪府から府民牧場と

いう広大な土地を譲り受けて、周辺に制約

のない余裕のある敷地へ学校を建設されま

した。こういったところでも運動会などイ

ベント時では、保護者用の駐車スペースが

足らないので、斜面を利用した一時駐車場

で対応しているというふうに聞きます。豊

能町の場合、能勢町よりもさらに狭い敷地

で周りに制約もある。さらにこども園まで

併設するのですから、物理的に入るとはと

ても私には思えません。 

  また、狭い敷地がゆえに、無理に小中学

校の機能を校舎に詰め込んだ場合は、例え

ば屋上にプールとか地下に体育館など、こ

んな無理な設計を強いられるということに

なると思います。そうすると、結果的に莫

大な費用がかかります。とても豊能町のよ

うな規模の市町村には財政的に困難です。

つまり、これら敷地の物理的制約、財政の

制約のことを考えると、今の計画では現実

的にはできないと思いますけれども、町の

見解をお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  面積的に無理ではないかというような御

質問かなと思います。例えばですけれども、

守口のさつき学園は敷地面積が１万7,４１

５平米しかございません。京都の凌風学園

につきましても、１万3,５００平米の敷地

しかございません。さつき学園におきまし

ては、小学校が１３クラス、中学校が６ク

ラス、京都の凌風学園につきましては、小

学校が１８クラス、中学校が９クラスの学

校でございます。豊能町の吉川中学校の敷

地は約２万5,０００平米ございますし、ふ

れあい広場でも１万平米ございます。それ

から今現在ありますような駐車場にとって

るところにつきましても5,０００平米から

の平米がございますので、十分４万平米以

上は確保できるのではないかなというふう

に考えております。 

  そのような中で、何をもって必要な施設

が建てられないとおっしゃっているのかわ

からないんですけれども、今後今プロポー
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ザルで決定いたしました業者等に、十分そ

の辺必要になる学校の敷地面積、それから

学校の必要な建屋面積、それから必要なプ

ール、体育館等の面積等を算出させまして、

どのような配置にしていくのかということ

を考えていくことになります。民間のノウ

ハウを活用すれば、十分に実施可能である

と考えております。 

  またプールを屋上に設置することが反対

というような御意見もございましたが、災

害時を考えますと、プールが屋上にあれば

何もなしに普通にトイレが使えるような構

造にもできるのかなと思ったりもしており

ますし、地下にプールをつくるというよう

なことも、子供たちの外から見られるとい

うことに対する抵抗から比べると、今やそ

ういうようなプールをつくるほうが常識で

はないのかなというふうにも考えておると

ころでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  私がプールの事例を挙げたのは、制約を

受けるためにそういうこともあり得るのか

なということで挙げました。この面積につ

きましても、都心の事例でいえば土地がな

いので、無理やり詰め込んでやるというこ

とはあるでしょうけれども、先ほど言いま

したように、物理的な話だけじゃなくて、

財政的な話も言っております。広壮なもの

をここにやるということについては、財政

的にも困難だと思いますし、かつ先ほどの

ところでは、東地区の児童さんに来ていた

だくバスの駐機場といったものは当然ない

でしょうし、かつこども園も今回この敷地

内にやられるということですから、私は到

底これは無理だというふうに考えておりま

す。 

  次に、前回の議会でそういったことから、

敷地面積は吉川中学校だけではできないの

で、周囲を入れたという回答がありました。

つまり提案可能範囲内に存在する現在使用

中の施設も解体しなければできないという

ことです。提案可能範囲には、吉川支所、

保健福祉センター、西公民館、ユーベルホ

ール、ふれあい広場、駐車場、図書館等が

存在しています。どの施設を解体するかは

明言されていませんけれども、いずれかは

解体せざるを得ないでしょう。失われる機

能の代替案、暫定利用をどうするかなどを

まず決めて、議会や住民に説明してから、

それから敷地を確定してから計画を進める

ことが当然だと思います。今使っている施

設について、これを敷地の中に入れて、誰

も知らないままに計画を進めるというのは、

やっぱりおかしなことと思いますので、ま

ずは議会や住民にどういったものが失われ

て、その後どうするのかを説明してから、

計画を進めるというのが常道だと思います

けれども、それについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今現在大綱の方針にのっとりまして、住

民に一定の理解が得られれば、豊能町の小

中一貫校やこども園を整備することについ

て、吉川中学校の周辺施設を含めた公共用

地の中で検討を進めていきたいということ

で、基本計画をつくっていこうとしておる

ところでございます。その基本計画をつく

っていく中で、例えば今現在使用している

公共施設に影響があるというようなことが

出てくるのであれば、その代替機能等も含

め考慮した上で、その基本計画をつくって

いこうということになりますので、そのと

きには基本計画につきまして、当然議会の

皆様にも御説明を申し上げますし、住民の
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皆様にはパブリックコメントというような

形で意見を募集していかなければならない

と考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  全く逆ですよね。敷地を確定してからし

ないと、今やったけれども住民の理解が得

られないということで、また後戻りしてす

るんですか。これやっぱり絶対おかしいで

す。僕としては、普通はまずは敷地を確定

し、今使用している建物をどうするのかを

説明してからやらないと、何度も後戻りす

ることになると思います。これはぜひ、や

はりそういった形でないと私はおかしいと

思っております。 

  次に、今申しましたように、まだ敷地も

確定してないということは、計画もまだあ

やふやな段階で、ＰＴＡに対して説明を私

は開始すべきではなかったと思いますけれ

ども、町の見解はどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  今説明会をやっております。保護者の方

について、子供たちの教育についてどのよ

うに変えていこうとしているのかという観

点から、まず第一義に説明会をさせていた

だいております。ただ教育大綱には、その

設置場所等吉川中学校の敷地及びその周辺

とするということも書いてありますので、

当然なぜそこにしたのかというような説明

も加えてしておるところでございまして、

保護者に対して一体どこまで決まってから

説明をせえとおっしゃるのか、ちょっとわ

からないところもあるんですけれども、や

はり今豊能町が考えております小中一貫教

育にあり方によって、今子供たちの教育環

境がどのように変わっていくのか、どのよ

うに改善されていくのかということを第一

義に今現在説明会をしているところでござ

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  やはりどの段階で説明会を開けばという

のは、基本的に敷地がきっちりと確定した

段階でやるべきやと思います。でないと、

どう動くかわからないじゃないですか。今

のままですと、本当に満足に今まで使って

いたグラウンドとか、学校教室とか、また

クラブ活動なんかが行えるだけの広さが今

のところで確保できるかどうかということ

もわからないですよね。ですから、今まさ

に入ってる敷地の中に既存のものが入った

ままでやってると。こういった非常に大事

なことは、計画によってはこれまで使って

いた広さのグラウンドが確保できないとか、

体育館、教室なんかは十分な広さが確保で

きないということも当然想定されますけれ

ども、こういった重要なことをＰＴＡの説

明会では説明されておられるんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  何回も同じ答弁になりますけれども、学

校に必要なグラウンドや体育館、教室など、

十分な広さを確保する計画をつくりますの

で、そのようなものが確保できないという

ような説明はしておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  面積が確定できてなくて既存のものもあ

るのに、確保できるというのはよく言い切

れたなというふうに思います。本当にそう
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しないと、そういう基本的なことを抑えて

進めないとまた後戻りすることになるので、

それで申しておるんですよ。 

  後は、当然ながらここにきちっと入る、

これまで行っていた教育もきっちり行える

ようなこういった計画がほぼ確定した段階

で、再度ＰＴＡに私は説明すべきだと思い

ますけれども、町はどう思われてますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  ＰＴＡにその後で何を説明するのかとい

うのがちょっとよくわからないんですけれ

ども、先ほども申し上げましたように、基

本計画につきましては、当然それができる

ときにパブリックコメント等をとりまして、

住民の皆様の御意見も聞きますし、議会の

ほうにもでき上がる前に説明をさせていた

だいていきたいと思いますが、今おっしゃ

っているその段階というのが、例えば基本

設計とかになってくるようでございました

ら、基本設計とかについては住民の意見を

聞くというよりも、やはり学校の先生等の

意見を聞いて、現場に則した形での設計を

していかないと、新聞なんかにもそのよう

なものでちゃんとしていなかったりとか、

そのときから建築の専門家を入れてないこ

とによって、でき上がった校舎の使い勝手

が不便であるとかというようなものが出て

いるというような新聞報道等もありました

ので、その辺につきましては現場の意見と、

それから建築の専門家の意見を十分考慮し

た建物を建てていきたいと思います。そう

いう中で、やはり基本計画の中では当然そ

のような保護者、住民の意見は聞いていき

ますけれども、基本設計に入りましたら、

そちら行政のほうで行っていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  基本計画では意見を聞くと。 

  その中でもう一つ気になってますのが、

今計画が明確になっていない段階でＰＴＡ

に説明するよりは、先ほどまさにおっしゃ

ったように、学校の実情を最も知っている

現場の教職員の意見を、まさにこの計画の

段階から、この段階にこそ聞くべきやと思

いますけれども、ＰＴＡ同様説明会を行っ

ておられますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  教員につきましては、保幼小中一貫教育

のソフト面につきまして、今現在実施をし

ていただいております。当然ソフト面の話

は教員でないと我々だけではできませんの

で、教員にはそこを頑張っていただいてお

ります。施設の再配置、学校の建設等につ

きましては、今現在教員のほうには校長を

通じて説明をしていただいております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  小中一貫校は豊能町では初めてで、かつ

重大な事業です。事業の推進には経験者の

サポートなどが必要ということで前回御提

案させていただきましたけれども、前議会

では大阪府等とも応援をお願いしたいとの

回答をいただきました。大阪府や箕面市な

ど、人を派遣してもらうなど具体的な応援

といったことについての進捗状況について

お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 
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○教育次長（南 正好君） 

  大阪府等からの派遣の話でございます。

前回のときに、副町長のほうからは当然必

要であれば大阪府とも協議して応援を願い

たいというふうに思ってるという答弁をし

ていると思いますが、今のところまだ住民

説明会まで行かず、保護者説明会の段階で

ありますことから、派遣に関してはまだ大

阪府のほうに直接依頼はしておりません。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  能勢なんかは、もっと以前から大阪府か

ら派遣し、準備を着々と進めておられまし

たので、その辺について早急に進めていた

だきたいと思います。 

  次に、８月に東地区の半数以上の保護者

から、東地区の学校存続に関する嘆願書と

いったものが提出されておりまして、学校

の統合のコンセンサスがまだまだ得られて

いない状況です。このような状況で、当然

学校を集約するとなれば、教師の数も減る

ということになりますけれども、教師の数

を減らすというような約束を、今の段階で

は大阪府とは当然してないですよねという

確認をいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  なぜそのような質問をされるのかちょっ

とわからないところもあります。我々教育

委員会といたしましては、子供たちの教育

のために少しでも教員数を確保したいとい

う思いを持っております。例えば今年の東

能勢中学校におきましても、５教科２人体

制、４教科１人体制の１１科目の教員を確

保することが実はできませんでした。それ

は文科省が定めております定数からいくと、

足らないということでございました。そこ

で大阪のほうに依頼をいたしまして、何と

か特別に１人つけてほしい、２人つけてほ

しいとお願いしたところ、やっと１０時間

の講師でございますけれども１人つけてい

ただきました。それでも１人足らないとい

うことで町長にお願いをいたしまして、町

単費で教員を１人また配置をしていただい

て、東能勢中学校は何とか運営しているよ

うな状況でございます。教育委員会といた

しましては、今後も教員につきましては加

配措置等を含めまして、できるだけ多くの

教員を学校現場に配置できるように努めて

いるところでございますので、教師の数を

減らす約束などのようなことについては、

大阪府と一切したこともございませんし、

今後もする必要もないと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  この点についてはわかりました。 

  次に、前回も聞きましたけれども、回答

がなかったので再度聞かせていただきます。

保幼小中一貫施設を建設するに当たって、

町が想定する概算費用の見込み額、既存施

設の撤去費、再建築費、暫定利用費、教育

施設の建築費、維持費、通学バスの運営費

等について決まっておりましたらお聞かせ

ください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  概算費用でございますけれども、それに

つきましては今作成をしようとしておりま

す基本計画の中で出てくるものでございま

して、詳細には決まっておりません。 

  ただ何回もお尋ねでございますので、他

市の事例でございます。他市で先行して今
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までつくられたような他市の事例でいきま

すと、おおむね３０億から５０億程度かか

るのではないかなというふうに概算で思っ

ております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  次に道の駅についてお伺いします。 

  道の駅も先ほど質問しましたように、小

中一貫同様に敷地が不明確な上に、その敷

地に現在使用中の建物が含まれております。

こういったことについて、どのような事例

を見て参考とされたのか。やっぱりこうい

う進め方はおかしいと思いますけれども、

その辺についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。お答えさせていた

だきます。 

  今回の道の駅の整備を進めるに当たりま

して、他の自治体については調査をしてお

りますが、参考とした事例等はございませ

ん。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それはそうやと思います。敷地がこうい

った不明確な上で、既存なものも含まれて

ますから、参考とできるものはないと思い

ます。 

  町のホームページで今公表している道の

駅の設置候補という案が出てまいりました。

約7,０００平米に現在使用している国保診

療所、中央公民館、旧ふたば保育所がある

けれども、今使用中のこの施設について、

解体後の代替をどうするのかとか、工事中

はどうするのかということをまず決めて、

やっぱり議会や住民に説明してから本来は

道の駅を進めるべきだと思いますけれども、

なぜそうされないんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  現在使用している中央公民館や診療所と

いった既存の公共施設を撤去しなければな

らないということは、今回の道の駅の整備

の上で前提となります。代替施設をどのよ

うに確保していくかといったことについて

も、道の駅を検討する中で重要な課題であ

ると認識しているところです。 

  代替施設の考え方としましては、一つは

公共施設の一部を利用する。二つ目が公有

地等の仮設建物を建設する。三つ目として

は、既存の民間施設を賃借するというよう

なことが考えられると思います。いずれの

方法により代替施設を確保するのかという

ことについては、今後道の駅の整備に向け

た検討とあわせ検討を行っていくところで

すが、中央公民館や診療所といった施設に

ついては、住民の皆様が日々利用されてい

る施設でありますので、議会や住民の皆様

にも御説明し、代替施設の確保に努めてま

いりたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これも先ほどの小中一貫と同じで、全く

おかしいと思います。今ある施設をどうす

るか決めてない上に、ここを敷地として決

めて計画を進めるなんて、やっぱり考えて

られへんです。住民軽視やと私は本当に思

います。この辺の計画をやっぱりきちっと
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決めてからやっていただかないと、また町

もなかなか財政が厳しい中で、また今ある

ものを潰して建てて、暫定費用を使うなん

て、本当にちょっと考えられないです。 

  次に４２３号線の沿線で、近隣の自治体

が集客施設などを計画しているかなど、当

然リサーチされてると思いますけれども、

その状況についてお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  新名神高速道路も開通し、それぞれの自

治体の中で、道の駅を含む地域振興につい

ていろいろな考えをお持ちであると思いま

すが、現地点で具体的に計画されていると

いうお話は聞いておりません。今後のこと

はわかりませんが、現時点で計画をしてい

るのは、本町のみと考えていただいて問題

ないというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  周辺では今具体的に計画されてないとい

うことですね。 

  次に、これも今診療所、中央公民館、旧

ふたば保育所について、これはどこに移転

するかというのはまだ決まってないという

話でしたね。ですから、先ほどの回答です

と撤去費、暫定利用費、再建築費もまだ見

込みはないといったことですね。 

  次に、道の駅の経営計画、集客計画、建

設費と収支、支出の見込み、運営主体につ

いて、ことし基本設計実施設計とやられる

わけですから、当然もう決まっていなけれ

ばいけないと思いますけれども、そのあた

りについてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  道の駅に関する、現在基本設計、実施設

計業務を業者に委託し、あわせて諮問機関

として道の駅設置準備委員会を設置し、施

設の配置や種類、規模などを道の駅の施設

に関することについて議論していただくこ

とになり、建設費に関することについては、

これから検討を行っていくところです。 

  また管理運営に関することについても、

委員会で議論することとしておりますが、

採算性を含め、安定した経営を行っていく

にはどうすればいいのかといったことは十

分検討する必要があることから、別途委員

会とは別に部会を設け、具体的な運営方法

について検討をいただくことにしておりま

す。 

  今後、採算性を確保し運営していくため

には、運営主体をどのような運営方法が望

ましいか、地域の皆さんとも十分検討を行

っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  これも全く逆なんです。本来採算性がと

れるから道の駅を計画する。運営主体が決

まっているから道の駅を計画する。これが

本当の流れやと思います。本当にこの辺に

ついてはきっちりやってもらわないと負の

遺産になってしまいますので、これからは

ちゃんと検討をお願いいたします。 

  次に４点目の、豊能町のまちのコンセプ

トについて質問させていただきます。この

豊能町の公共施設の配置のコンセプトは、

東西地区のそれぞれに公共施設を集約して、
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そこに主要なバス路線を設置して、限られ

た財源の中で住民の利便性を高めているこ

とと私は思っております。例えば東地区な

らここ余野に本庁舎、国保診療所、中央公

民館、東能勢小・中学など公共施設を集中

させて、そこに複数路線が集中するバス停、

つまり余野のバス停を設置しています。一

方、西地区の支所前のバス停周辺に吉川支

所、保健福祉センター、西公民館、図書館、

ユーベルホール、駐車場、公共施設等とい

ったものを集中させて、住民の利便性を考

慮して、これまで先輩たちはまちづくりを

してきたと思っておりますけれども、同じ

見解でいいか確認させていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  公共施設の配置でございますけども、公

共の交通網とか住民さんの利便性を考慮し

てつくられてきたものというふうに認識し

ておりますので、今田中議員がおっしゃっ

たその趣旨と同様というふうに考えており

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  わかりました。それと今まちが税収を得

る、これもコンセプトとしましては、東西

地区にある新興住宅地を中心とした、主に

住民税、町民税、固定資産税等々を中心に

収入は得ていると思っておりますけれども、

同じ見解でよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  通告書には固定資産税のことは書いてい

らっしゃいませんでしたが、住民税主体と

いうことの御質問かというふうに思います。

自主財源として最大のものは住民税、個人

住民税、これは事実でございまして、結果

的に豊能町の発展の仕方がそうなったとい

うことでございまして、町がそれを目指し

てきたというものではないというふうに思

っております。当然のことながら自主財源

は税でございますので、住民税、個人住民

税が今は中心でございますが、本当は法人

町民税などを得ることもコンセプトとして

目指すべきものだったというふうに思いま

すが、今のまちの成り立ちは個人住民税が

中心のまちに結果的になったというふうに

思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  後は町独自の資源、妙見山への玄関口で

あるとか、高山右近の生誕地、まさにうち

しかない独自のことをコンセプトに町の活

性化を進めるべきと思いますけれども、同

じ見解でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町の活性化とかシティープロモーション、

その軸となりますものは、おっしゃるとお

り町にあります資源、それから魅力を町民

の皆さんがみずから発見をしていただいて、

それを内外に発信をするということが大事

だろうというふうに思っておりまして、そ

の意味では同じ見解でございます。 

  一方、そういう町の資源というものだけ

ではなくて、小規模な開発でございますと

か、沿道での地区計画でございますとか、

農業の六次産業化、または空き家の活用、

観光などなども町の活性化に役立てたいと

いうふうに思っておりまして、コンセプト
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としてはたくさんあるというふうに思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  今確認させてもらったコンセプトと今進

められている保幼小中一貫、道の駅は、私

は整合はとれてないと思います。例えば小

中一貫ですと、東地区の学校を廃止して西

地区では支所前に集まっている公共施設を

移設しなければならないようなことになっ

てきておりまして、本当にこれまでつくり

上げてきたまちのコンセプトを全く破壊し

て、大幅に住民の利便性を下げることにな

ると思います。また住民税を中心に、これ

まで成り立っておりますけれども、東地区

に学校がなくなれば人口が減りますし、学

校を小規模化すれば、当然人口の受け皿は

減ります。こういうことについて私はおか

しいと思いますけども、その見解について

はどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  学校の再配置とか道の駅については、町

の魅力をさらに高めるというものでござい

まして、町の進む報告を明確化するという

ものだろうというふうに考えております。

整合がとれないというようなことにつきま

して、その御指摘の意味がちょっと私には

わからないわけでございますけども、議員

との認識の違いということしか思えないわ

けでございます。ただ、一つだけ申し上げ

ておきたいのは、 

  私財政の主観でございますけども、道の

駅につきましては、赤字垂れ流し覚悟でや

るものではございません。財政の担当とし

ては、もし税金を投入するならば、採算を

十分に考えた上で最後の決断をしたいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  コンセプトと合ってないということで見

解は違うという話でしたけれども、私は違

っておると思います。 

  それと残念ながら今保幼小中一貫と道の

駅を実現すれば、私は近い将来町の財政は

破綻する状況に追い込まれると思います。

なぜなら、町の財政状況は、平成２８年度

の決算によりますと、基金残高、まちの貯

金が約３８億。町債残高、まちの借金が約

８０億。また町税の推移もおおよそ私調べ

ましたら、でこぼこありますけれども5,０

００万程度毎年減少しているようなもので

ございます。こういった非常に厳しい財政

状況の中でございます。この中で小中一貫

の建設には先ほど３０億から５０億との話

でしたけれども、例えば能勢の話でいうと、

当初７０億かかっていて、後はいろいろ経

験された方の知恵をかりて何とかされたと

いうふうに聞いておりますけれども、新し

いそういったことからも、７０億ぐらいか

かるんではないかなと思っております。ま

た道の駅の建設、また既存の施設の建てた

り潰したりを恐らくトータルしたら１００

億近くかかるんじゃないかなと思います。

また、そうすれば３８億円の貯金は吹っ飛

びますし、町の借金も８０億さらにもっと

ふえるでしょう。またそれに毎年かかる莫

大な経費があります。通学バスの費用も他

都市の例を見ると5,０００万ぐらい使って

います。道の駅のランニングコストもほか

の事例、大体同じ規模のものを見ると、こ

れはやはり最低でも5,０００万はかかって

います。これ毎年なくなっていくことにな

ると思います。ということは、基金もなく
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なって、借金がふえて、毎年お金が減って

いくことになる。かつ東地区から学校がな

くなれば人口も加速度的に減りますし、学

校の規模が少なるなれば人口を受ける受け

皿もなくなります。住民税を中心に成り立

っている豊能町はどう考えても財政破綻す

るとしか思えませんけれども、町の見解は

どうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  学校の再配置事業につきましては、補助

金と起債を活用するということで、建設年

度の持ち出しを抑えたいというふうに思っ

ております。補助金は２分の１、起債は残

りの４５％ということでございまして、町

の持ち出しは５％ということになると見込

んでおります。起債につきましても交付税

措置が見込まれるために、実質町の負担は

全体事業費の１６％程度になるというふう

に見込んでおります。 

  今またランニングのこともおっしゃいま

したが、ランニングにつきましては箱その

ものが減りますので、ある一定そのバス代

も含めてお金は浮いてくるのではないかと

いうふうに思っているところでございます。

数字を言えばひとり歩きするので、なるべ

く申し上げるべきではないと思いながら、

先ほど南次長が３０億円から５０億円が他

市の事例ということもございましたので、

仮にその５０億円を例に申し上げますと、

償還年数は大体学校も道の駅も２５年を想

定してのことでございますが、仮に学校が

５０億円とすると、半分が補助金、起債が

４５％の２２億５,０００万円と仮定いたし

ますと、一般財源、要するに単年度の持ち

出しは２億５,０００万円ということになり

ます。償還につきましては、元利均等なら

ば利子を除いてですが、毎年9,０００万円

の償還。その9,０００万円に対して、交付

税措置が大体6,０００万円と見込まれます

ので、町の持ち出しは毎年3,０００万円に

おさまるというような算定を財政当局とし

てはしているということでございます。 

  それから道の駅の整備事業につきまして

は、これも補助金と起債を活用いたしまし

て、建設のその年度における実際の持ち出

しは、全体の事業費の12.５％程度になるだ

ろうというふうに見込んでおるところでご

ざいます。ただ現在検討中の起債につきま

しては、交付税措置がないものもございま

して、計画が全体的に具体化してきたとい

うことになりましたら、交付税措置のある

起債を借り入れすることができるように、

引き続き検討をしていきたいと思います。 

  今まち・ひと・しごとの事業があります

けども、そのまち・ひと・しごとが今は３

１年度で終わってしまうという計画でござ

いますが、内閣のほうでどうなさるかまだ

未定でございますけども、それがもし継続

されれば交付税措置があるとか、いろんな

条件がございますので、起債についてはこ

れから検討するということで、なるべく交

付税措置があるものを借りて、町の持ち出

しがないようにいたしたいというふうに思

っております。 

  またランニングにつきましては、先ほど

私申し上げたとおり、採算性がないという

ふうに判断したときには、私は厳しく査定

をしたいと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  また撤去費なんかも当然含まれておりま

すし、また既存のものを潰して建てるとか

ということになれば、これはまた補助金が

当然入ってくる、かかる話ではないので、
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やはり財政的には厳しい話になってこざる

を得ないし、また東地区から学校がなくな

れば人口減少につながりますし、学校の規

模が小さくなれば入ってくる人も制約され

ますので、住民税でもっているまち、この

まちは非常に危ないことになっていくと私

は思っております。ですので、やはり東西

でそれぞれ１小１中やるべきではないかな

というふうに私は思っております。私は今

やられている１カ所に小中学校を集めると

いうことと、今の道の駅、本当に既存の施

設を含んだ敷地の中で設計をしていること

自身が、本当にもとからおかしな話でござ

いまして、また今の段階で道の駅に至って

は、ほとんど経営も考えられてない、経営

主体も考えられてないということで、こと

し実施設計、基本設計をやるわけですから、

今の段階でこんなものでは、とても本当に

負の遺産になるのではないかと思います。

ですからそういったことからも、私はこれ

はとても豊能町では、豊能町のまちのコン

セプト、住民税で収入を得ているというこ

と、また財政が非常に厳しいこと、やはり

住民の皆さん多く入ってきていただくとい

うことを考えたときに、学校はやはり一つ

にまとめるべきではないと思いますし、バ

スで移動させるのであれば、そのバスのお

金を使ってでも、それぞれに教育にお金を

かけて魅力的なものにして、逆に呼び込む

ようなことをすべきだと思っております。 

  私はこの２事業については、先ほどこれ

までるる述べました理由で反対を、絶対進

めるべきではないと思っておりますけども、

町の見解は先ほど来の話聞いたとおりです

けれども、私はぜひこれについてはやはり

見直していただきたいというふうに思って

おります。このまま進むと、本当に大変な

ことになってしまうと思います。本当に進

め方はずさんだと思います。今計画する敷

地に既存のものがあって、それを住民に何

も説明せずに進めていることは異常事態で

す。本当にこの辺の進め方については再度

検討していただいて、また今財政的なこと、

町のコンセプトも考えて、再度この２事業

について考え直していただきたいというふ

うに切に望むものですけれども、先ほど来

の回答でありますので残念でございます。 

  それと、冒頭の話でありました土砂災害

の防災の情報についても、本当に住民の命

にかかわる話ですから、これはやはりきち

っとやっていただきたい。本当に何か住民

がまさに求めていること、これは何か住民

を無視して進めているようにしか思えない

んです。本当にこのことについては、この

まちがこれからきっちりと反映していくよ

うな形で、ぜひぜひ進めていただきたいと

思います。本当にこのままですと、財政僕

は危ないと思っておりますので、ぜひとも

この辺考えていただいて、考え直していた

だきたいというふうに思うんですけれども、

最後に一応そのことについて見解を問いま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私で申しわけございません。議員は敷地

が先決とか配置が先決、それから財政の計

画が先決ということをおっしゃいますけど

も、今そうしようとしているところであっ

て、決して議員の考え方と我々の考え方に

そごがあるというふうに私自身は考えてい

ないわけでございます。学校も道の駅も敷

地を決めて、配置を決めて、代替方法を決

めて、財政を推計して、さらに道の駅は経

営計画を立ててそれからやるものでござい

ますので、ただいまその途上であるだけで

議員がやれとおっしゃっていることと我々
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がやると言ってることは全く一緒でござい

ますので、その点だけは御認識をいただき

たいと思います。今後も慎重に進めてまい

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  やはり見解は違うかもしれませんけれど

も、私はやはりまずは敷地をきっちり決め

て、住民の理解を得た上でやらないと、こ

れは後々大変なことになってしまうという

ふうに思いますので、その辺の進め方につ

いてはやはり慎重にしていただいて、本当

にこの豊能町の未来のことを、これまでの

過去の経過等も考えて、きっちりと進めて

いただきたいということを要望いたしまし

て、私の一般質問とさせていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、田中龍一議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際暫時休憩します。 

（午前１０時２１分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、長澤正秀議員を指名いたします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  おはようございます。１番・長澤正秀で

ございます。議長の許可をいただき、一般

質問をさせていただきます。わかりやすい

回答のほど、よろしくお願いいたします。 

  昨今、大阪北部地震、また西日本豪雨な

どで、また昨日も台風などで被災された多

くの方や人命を失われたことを、心から哀

悼の意を捧げます。本町においては、災害

による犠牲で亡くなられた方もいなくて、

不幸中の幸いと思いました。しかし、家屋、

農地、道路、また山間部の崩落被害があり、

被災された方にお見舞い申し上げます。 

  ここのところの災害で、民間と行政に大

きな負担がかかり、大変だと思われます。

国も激甚災害の指定を発表し、地方団体、

及び被害者に対する復旧支援として助成を

行うことを決定したので、住民の方に対し

て助成の方法、丁寧な対応、説明をしてあ

げてください。地球温暖化で温暖湿潤気候

になり、高温や豪雨が続くと思われます。

今までの防災対策では対応できないように

思います。 

  ここで一番大切なのは人命です。防災無

線の音量を大きく高音を出す。またはサイ

レンを取り入れるなど、新たなアイデアを

取り入れ、行政が避難に関し、素早く確実

に知らせ、誘導することが大事だと思いま

す。 

  私が以前から質問しておりますが、個別

受信機の認知度を上げ、早く余すことなく

取りつけていただけることの方法、新たな

ものを考えておられるか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  新たな方法という御質問でございます。

新たな方法ではございませんけども、きの

うから続けて答弁申し上げているとおり、

広報とよのの１１月号で、また町のホーム

ページにも載せますが、貸与申請の受け付

けについて今年度も周知をしたいというふ

うに思っております。残り在庫が３００台

ございます。その３００台全てをつけるた

めの予算は、この９月議会の補正にお願い

をしているところでございまして、何とか

３００台全部申請があればいいなというふ

うには思っているところでございます。 

  また避難行動要支援者の方にはダイレク

トメールをお送りして周知をしたいという
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ふうに思っております。なお、以前議員か

ら御提案のございましたスーパーマーケッ

トとか医療機関への設置でございますけど

も、これについてはやはり今はまず要綱の

とおり、土砂災害特別警戒区域と避難行動

要支援者の方を優先いたしまして、それで

も余った場合について、議員御提案のこと

でございますとか、ほかの範囲を拡大する

ことでございますとか、それは後に検討し

たいと思います。今は従来どおりの方法で

やってまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ありがとうございます。前回の提案覚え

ていただいて、また新しい方法という形で

いろんな取り組み、いろんな周知方法も今

後ますます考えていただきたいと思います。

３００台あって、その分を早く皆さんに取

りつけていただきたいと思います。 

  また個別受信機の貸与は対象になる方だ

けで、今はたんぽぽメールの災害情報や緊

急情報は、携帯を持ってる方なら誰でも簡

単に登録して利用できるので、とても有効

だと思います。たんぽぽメールの登録や個

別受信機の啓発運動は、どのように取り組

んでおられるかお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおり、たんぽぽメールが皆

さん登録していただいていて、よくわかる

方法だというふうな好評はいただいており

ますが、まだその登録の仕方がわからない

こととか、たんぽぽメールの存在そのもの

も御存じない方もおられるのは確かでござ

いますので、きのうも御答弁申し上げまし

たけども、繰り返し住民の方と接する機会

を利用しまして、広報に努めてまいりたい

というふうに思っておりますし、お年寄り

向けには皆さん来られるわけではないけど

も、ことしの敬老の集いもございますから、

そういう機会を通じて広報いたしますし、

とよのまつりなど住民の皆さんが集まられ

るところ、そういう場所でもたんぽぽメー

ルを広報していきたいというふうに思って

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ありがとうございます。 

  ここで本庁に住民票を取りに来られると

かそういう方がおられるときに、待合の時

間のときにそういう案内をなされてますの

でしょうか。お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  現時点ではそのような案内はしていない

ところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  また機会があるたびそういうのも検討い

ただきたいと思います。 

  続きまして、さきの災害の教訓で、避難

所で長期になった場合、どれぐらいの日数

の備えをしているかお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  大阪府の大規模災害時における救援物資

に関する今後の備蓄方針についてという通
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知がございますが、それに基づきますと、

今年度より順次それに基づきまして、今年

度より順次必要品目の整備を進めることと

しておりますが、その備蓄方針につきまし

ては、南海トラフ巨大地震から３日後には、

高速道路等の交通機能は一定程度回復が見

込まれることから、発災から３日間は家庭

等の備蓄と被災団体、自治体における備蓄

で対応することを想定するということにな

っておりますので、３日間ということでご

ざいます。 

  なお、我々備蓄しておくべき品目としま

しては、食料、高齢者用のおかゆとか、そ

れから粉ミルク、哺乳瓶、毛布、乳児用・

小児用のおむつ、大人用におむつ、生理用

品、トイレットペーパー、マスク、簡易ト

イレ、その簡易トイレの処理袋、それと当

然水といったものになっておりますので、

これらを順次整備をしていきたいと。３日

分でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ３日ということで、なかなかきのうの質

問でもあったかと思いますが、ここの豊能

町は道を寸断されるとなかなか物資が届か

ないという可能性もあると思われます。そ

ういったことを考えて、町独自の考えとか

そういうのはプラスしていく考えはありま

すか。お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  予算も青天井にあるわけではございませ

んので、仮に５日間分、１週間分となると、

３日分の倍、３倍ということになるわけで

ございますので、その点は慎重に検討した

いと思いますけども、今のところ大阪府の

想定は、３日後に交通機能はある一定回復

すると。確かに本町の場合、通行どめにな

ります。１日、２日は通行どめになるんだ

ろうなというふうには思いますけども、３

日目にはある一定回復をするということを

前提に考えておりますので、その府の方針

にのっとって、今後も整備を進めたいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  府の指導という形で、そういうふうに進

められてるのはよくわかりました。危機管

理の専門家の方の意見というのは、また府

の考えと同じという形で進んでいるのでし

ょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  危機管理専門官のことをお尋ねですか。

それは当然国府の基準どおりの御指導をい

ただいております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  また国と府あわせて今後自分の身は自分

で守るという一定の考えもありますので、

住民の方に町が賄い切れないことはお願い

できるような形の考えもまた進んでいって

いただきたいと思います。 

  また本町は高齢者も多く、自治会、各団

体に分かれて誘導し、避難することが大切

で、いち早く行政から避難準備情報を出し、

避難すればいいと思いますが、本町はどう

いった考えがあるかお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 
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○総務部長（内田 敬君） 

  高齢者の避難誘導につきましては御質問

のとおりでございまして、自治会とか自主

防災組織の御協力、それから避難準備、高

齢者等避難開始の発令を早くすることが一

番有効であろうというふうに思うわけでご

ざいます。このため、避難支援に当たりま

しては、自治会等が安否確認を含めまして、

避難支援をどこまでされるのかというとこ

ろ。また町としては、自治会等と連携し、

それを整理する必要があるというふうに思

っておりまして、住民の皆さん、自主防災

組織、自治会等にどこまでお願いするのか

ということを、まずは整理したいというふ

うに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  各団体とうまいこと連携するということ

で、そういうふうな場を持つというのは、

どういった場で連携を持つことを考えてお

られるかお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  そういう連携につきましては防災部局だ

けではできませんので、福祉部局初めまし

て、民生委員さんの方とか社会福祉協議会

とかそのような方々とともに考えなければ

そういう役割は決めていけませんし、自治

会長とか自治会の皆さんとか自主防の代表

者の方の御意見も聞かなければ決められま

せんので、そういう方々と接触する機会に

いろいろと協議はしていきたいというふう

に思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  またそういう機会が多く持てて、早い対

応ができるようによろしくお願いします。 

  次に、救助及び復旧についてですが、他

の市町村では、災害時における民間事業団

体など、応急対策業務に関する締結を結ん

でいますが、本町はどのようになっている

んでしょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町におきましては、災害のときに優先的

に物資などを供給していただけるように、

多くの民間業者や団体などと応援協定を締

結しておりまして、今後においても必要な

物資が確保できるように、新たな協定の締

結に努めていきたいと思っておりますが、

今現在協定できておりますものは避難所の

物資、例えば段ボールですとか簡易トイレ

などでございますが、それらのもの。また

食料、飲料水などの生活物資、それからＬ

Ｐガスやガソリンなどの燃料、これらにつ

いては既に協定を結ばせていただいており

ます。また廃棄物につきましても、他の自

治体と協定を結んでおるというような状況

でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  いろいろ対応ということができる締結、

協定というものを結んでいただけてありが

たく思います。何があるかわからないのが

災害で、何を備えるかというのは今後また

ふえる可能性もあるとは思いますが、その

点も考慮してよろしくお願いしたいと思い

ます。また建設業界など民間の協力をして

いただけるような考えはありますか。お聞

きします。 

○議長（橋本謙司君） 
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  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  平成２１年の６月２９日付で、災害時応

急復旧作業に関する協定書というのを豊能

町商工会と締結しております。これに基づ

きまして、平成２７年の３月３１日付で豊

能町の建設業者２２社と災害時における応

急工事等の協力に関する協定書というのを

締結しております。さらに平成３０年の３

月３０日付で、災害時における応急工事等

の協力に関する業務基本協定書というのを

豊能町建設業組合と締結し、各業者を所在

地としてある区域を分けて、地区ごとに対

応できる体制を構築しているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今回の災害で復旧が出たのは早いと思い

ます。皆さんがすごく職員さんも対応して

いただいて、すごい頑張っていただいたと

思いますが、復旧の工事自体がちょっと遅

かったような気もしますので、その対応、

機動力とかいうのはどういった形なのかお

聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  今回の地震から豪雨から台風におきまし

て、大きな被災が起こっております。それ

についてはこの協定書に基づきまして、応

急・復旧工事については迅速に対応してい

ただいたというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  迅速な対応ということで、災害の起きた

場所というので、すぐに手がつけれるとこ

ろ、またちょっと規模的に大き過ぎてすぐ

に手をつけられないところ、また比較的に

急ぐところ、通勤とか通学のところを先に

いち早く対応という形がいいと思います。

それに関して、その１カ所の道の中で、２

カ所、３カ所と１本の道、通学路内で１カ

所、２カ所続けてある場合は、一つの業者

が１カ所、１カ所と直していくのでは、時

間がかかると思ったんです。そやから分割

して一斉にかかるという方法も今後とられ

ることはできるんでしょうか。お聞かせく

ださい。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  一つの路線で数カ所の被災が起こってい

ると。応急に復旧しなければならないとい

うことになれば、当然この協定書に基づき

まして各業者と連携して、工区割りをしな

がら復旧していくということになると思い

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ここはちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、そういうふうな形で一つの路線、幾

つかの箇所が被災されて崩れてるなり落石

あって通れないというふうな困ったときに、

指定業者、締結を結んでいるところがあり

ますが、そういう資材を持っているところ、

今の指定業者さん以外、町内で機械を持っ
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ているお宅、または指定の業者さんの関連

の業者さんのお手伝い、応援してもらうと

いうシステムが組めないものでしょうか、

お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  今は協定を結んでる業者以外にも、そう

いう資材の関係する業者との連携もやっぱ

り必要であるというふうに考えております。

協定書に基づいて、その業者が迅速に関係

するいろんな資材の業者と連携も図ってお

りますので、そういう形では対応していけ

るというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  緊急なこと、思わぬことというのは対応

がおくれるのが多いと思いますが、それを

適切な対応ができるような形をとっていた

だきたいと思います。 

  またこのような考えに至ったのも、昨今

の災害が多発して、今までのような危機管

理体制では対応できないのではないでしょ

うか。今後東西地区の中間に防災センター

を設置するような考えをしていただき、本

町住民の皆様の生命を第一番に考える行政

にしていただきたいと思います。 

  次に災害時のライフラインについて。昨

今の災害で、国道・町道、豪雨、落石、倒

木などにおいて通行どめを余儀なくされて

いました。また、国道１７３号線はいまだ

通行どめされていて、本町内に迂回の車で

交通量もふえている状況です。ここで光風

台４丁目と川西の大和東５丁目の道路の接

続を早急に展開しなければいけないと思い

ます。自治会や近隣の兼ね合いもあると思

いますが、災害時の交通動線のライフライ

ンとなるように思います。通常は交通指定

して交通量を制限し、非常時には交通可能

にすればよいと思います。近隣の市町村と

ライフラインとして接続すればよいと思い

ますが、進展を急ぐ必要がありますので、

災害時の通行どめを少しでも解消できるた

め、光風台と大和東との道を開通する方法

をどのように進めているか、進捗状況をお

聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  本件に関しましては、平成２９年の１２

月に光風台自治会から連絡通路及び広域道

路に関する要望書というのが提出されてお

ります。それを受けまして、これまで川西

市と２回協議を行ってまいりました。その

中で、広域道路については光風台自治会の

みの要望であり、大和自治会からは要望が

出されていないということもありまして、

細かな議論ができていないというのが現状

です。 

  現在のところは光風台自治会と大和自治

会が広域道路開通の必要性も含めて、意思

疎通を図るための調整を重ねられていると

いうふうに聞いております。その動向を見

守りながら、川西市とは常に情報を共有し、

連携協力を図っているところでございます。 

  また用地につきましては、今まで４回交

渉を行ってまいりました。４回目について

は土地の所有者に対して金額の提示までで

きるような状況になっております。今後前

向きに進めば四者協議、光風台、大和、川

西、豊能町を入れた協議会を開催していき

たいというふうには考えています。 
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  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  なかなか大阪府、豊能町、川西市、大和

ということで、日にちの調整なり皆さんが

集まる時間ということがなかなか難しいか

と思いますが、行政の力で何とか合わせて、

話をどんどん進めていっていただきたいと

思います。この広域道路ということで広い

ほうですよね。大和団地のところに２カ所

通行できるのではないかと思われるところ

で、１カ所の分は豊能町の土地の分を工事

すれば、割と早く進められるのではないか

と思いますが、そちらのほうはどうなって

いるのでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  通路の部分のことだというふうに思いま

すけれども、それについては光風台と大和

のほう同じように要望されておりまして、

これについては川西市と町との間でどうい

う形で進めていくかというところを今協議

をしているという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  通路のほうも車が１台でも通れるように

なれば、緊急車両、また救急車というふう

な形で、人命にかかわるような車が通れる

ような分だけでも早くあけていただきたい

と思います。 

  また、豊能町全域で山の下の住居がある

ところ、山間部の地質、地層調査、いま一

度ボーリングまたは地層の地すべり、崩落

の安定調査を行っていただきたいと思いま

す。今回の災害後、町内の土砂災害警戒地

区の見直しを行う考えはあるかお聞かせく

ださい。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区

域については、平成２８年度に大阪府が町

内全域を指定して、完了はしております。

指定の見直しにつきましては、５年に一度

見直すということになっております。土質

定数を考慮した指定ではなく、現地に沿っ

た指定となることを、見直しに関してはよ

り地域に応じた区域指定になるよう大阪府

にも要望するとともに、協議していきたい

というふうには考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  またこれも予算のかかることだと思われ

ますが、通学ブロックの崩壊のことなど、

安全確保と同じで何が起こるかわからない

ので、起きてからでは遅いと思います。な

るべく早い段階でできるような形で、安全

確認ということをお願いしたいと思います。

また森林環境税も活用できれば、そういう

ふうな形のものをどんどん活用していけれ

ばいいかと思います。 

  次に、志野の里・マルシェ・道の駅につ

いて。以前総務課のところで立ち話したと

きに、新しく物事を始めるときには予算が

必要です。助成や補助を使ったとしても財

政は限られているので、何を削るか、幾ら

削るか、何をやめるか、物事を始めるより

やめるほうが難しいと聞きました。新旧が
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うまく入れかわって物事が進めば、負担も

少なく抑えられるのではないでしょうか。

そういうふうに感じました。 

  随分以前より道の駅構想があり、そのア

ンテナショップ的なものとして、志野の里

ができたように伺っていますが、なぜ職員

さんが手伝っているのか、そもそもの成り

立ちよりいま一度お聞かせ願えますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  志野の里の開設するまでには、町内に直

売所の組織する数が１０カ所ぐらいありま

して、いずれの組織についても会員の高齢

化が進んでいて、運営に苦慮されていたと

ころです。多くの農家の理解を得て、今回

平成２８年の１０月１５日に統一的な直売

所として志野の里を開設したところであり

ます。町の魅力を発信するチャレンジショ

ップとして位置づけております。 

  志野の里の開設に当たっては、地域の方

の主体となって設立した直売所運営協議会

に運営をいただくことを基本に、運営の状

況の推移を踏まえて、町も必要な支援を行

っているものでございます。特に開設当時

は、円滑に運営することも難しいことから、

職員が支援を行いながら円滑な運営に努め

てきたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  初めは民が主体になるのか官が主体にな

るかそういうような形で微妙な感じに僕は

感じたんです。初めそういうふうな形で、

皆さんの高齢化で一つにまとめましょうと

いうことで、これは町のほうの提案だった

のかしれないですけど、軌道に乗るまでと

いうことで、職員さんが頑張ってお手伝い

されたと思います。 

  それで今の状態、現状況では会員さんの

人数と経営状況をお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  現在の会員数についてでございますけど

も、個人会員が７５人、法人会員は８団体

というふうになります。直売所運営協議会

の会計、平成２９年度決算になりますけど

も、収入につきましては会費、事業収入、

繰越金を入れますと、約２５２万8,０００

円というふうになります。支出につきまし

ては、事務費、公課費、その他を計します

と、６８万2,０００円ということになりま

して、収入支出を引きますと、２５２万8,

０００円から６８万2,０００円を引いて、

１８４万6,０００円を繰り越しているとい

うふうな状況です。 

  これ以外に、豊能町から農業法人設立の

支援事業として行っておりますのが、町の

人件費として、非常勤職員を２人で１１０

万円、施設の賃借料として年間１２０万円、

光熱水料費として２７万3,８８８円、通信

費として５万7,９７５円、レジの保守管理

として１１４万1,７７６円で、計約３７７

万4,０００円を町が負担しているという状

況です。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  土日だけの経営ということで、なかなか

今の段階では赤字ですね。３７７万4,００

０円というちょっと大きな金額になってい
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ると思います。 

  もともとは民間というか皆さん会員さん

が集まって頑張ってやりましょうという場

をつくったという形で始まっていれば、経

営の方法、野菜を高く売ってるとなかなか

人気がなくなってくるかと思います。いい

ものを安く、豊能町でいいものがあります

よということで皆さん集まってもらう形で

始まったものだとは思いますが、職員さん

の分を引くというか、職員さんが撤退して、

会員さんがもうちょっと頑張っていただく

というふうな形は今後とっていくことはで

きないんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えします。 

  ことしの４月からですけども、直売所運

営協議会の会員の方２名と、直売所協議会

で非常勤職員を１名雇っていただきまして、

それと町の職員非常勤１名という形で、こ

としの４月からはやらせていただいてまし

て、今後はその直売所運営協議会の中で回

れるような仕組みをやっぱり考えていく必

要があるというふうには考えています。当

然豊能町の野菜というのが非常においしく

て人気があるというふうにお客さんもふえ

てきております。今現在では単価的には非

常に安くて喜んでいただいているんですけ

ども、やはり今後の経営を考えていきます

と、やっぱり必要な単価にしていく必要が

あるということは会員の方とも常に話をさ

せていただいてまして、会員自身にも経営

をする感覚を持っていただいて、町からの

支援がないように運営できるように取り組

みを今後も一緒に考えて、進めていきたい

というふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  会員さんにも頑張っていただいて、自立

という形の考えですね。そういう経営して

いくということを強く思っていただきたい

と思います。また何が必要で何が不必要と

か、何があればいいかというのが、このア

ンテナショップというかチャレンジショッ

プという形で、道の駅にどんどん生かして

いけるような形で頑張っていただきたいと

思います。 

  また土日のみの営業をしているようで、

平日は前を通っても閉まっている。何かさ

みしい感じがします。そこで女性の活躍の

場となるマルシェのその出店場所として志

野の里を活用すればよいと思いますが、平

日のマルシェなどに貸し、いつも何かやっ

ている、人が集まりそうなそういう収入的

にもプラスになるような考えはないかお聞

きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  マルシェを志野の里で平日開催して、収

入にしてはどうかという御質問だというふ

うに考えます。豊能町の直売所、志野の里

については、豊能町直売所協議会が設置さ

れております。この協議会は、豊能町内の

農産物、または農産物加工品を直売所で売

るというのを目的に開催されておりまして、

本来平日に貸すというのではなく、今は土

日しかあけておりませんので、平日もやっ

ぱり開催できるような体制を組むというの

が第一というふうに今考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 
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  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  土日ではなく平日も販売できるような形、

今の状況ではそれはちょっと難しいという

ことで、あいてあるのであれば活用しては

どうかという意見なんですけども、マルシ

ェなど、別にマルシェにこだわらなくても

何かイベントをしたいということがあれば、

そういうのは町としてバックアップ、協力

しますよという形ですることの考えはでき

ないでしょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  平日、本来開催できれば一番いいんでし

ょうけども、土日の開催に終始していると、

平日できないというのが今の大変問題やと

いうふうには考えておりますけども、平日

にほかの方に利用していただくということ

については、当然貸し主さんとの契約上の

ルールとか、またはその施設の管理上とか

責任者とかいうことが生じてくるというふ

うに考えられますので、ちょっと難しいの

ではないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  契約となればなかなか難しい話とはなり

ますが、柔軟な考え、柔軟な対応というの

はお願いしたいと思います。 

  続きまして、農観光戦略推進計画の道の

駅は、平成３２年竣工ということですが、

間に合うのでしょうか。進捗状況をお聞き

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  進捗状況につきましては、基本設計及び

実施設計については、本年７月プロポーザ

ル方式により業者を選定し、業務を進めて

いるところです。設計業務として、現在平

面図の作成に必要な現地測量を完了し、地

質調査にとりかかっていく予定でございま

す。また豊能町の道の駅設置準備委員会に

ついては、８月６日に第１回の委員会を開

催し、豊能町道の駅の基本構想の説明や委

員会の進め方、今後の審議についても議論

していただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  測量ということで広さ、先ほどの議員の

話にもありましたが、面積的坪数などを考

えると、近隣より若干狭いように思います。

私もいろんな道の駅を見てきましたが、そ

こで聞いた話で、小ぢんまりした建物では

だめですよと。財政が傾くほど派手な立派

な建物はどうかと思いますが、何かわから

ないような小さな建物では集客力がない。

やっぱり一目を引くぐらいの何やろう、寄

ってみようかと思うようなものを建ててい

かないと、今後出足からどうなるんやろう、

みんなが集まってくれないということが起

こり得る可能性があるかと思います。基本

設計というのはそういったものも入るんで

しょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  当然、基本設計と実施設計の中で、外観
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も確かに重要やというふうには認識してお

ります。その外観によって集客もできると

いうようなところもありますので、これは

検討委員会の中でどういう外観がふさわし

いか、豊能町にとって一番どういうのがふ

さわしいかというのも議論していただいて、

その基本設計、また実施設計に反映してい

きたいというふうには考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  外観、一目につく、寄ってみようかと思

うような形のものができることを願います。 

  設計の設置準備委員会の中で、道の駅の

立ち上げなど携わった方、また商売の上手

な方というかいろんなお商売に長けた方と

いう方は参加されてるでしょうか、お聞き

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  委員会では、道の駅の施設の配置計画や

種類、構造、施設の管理運営に関すること

について審議することとしており、大きく

施設の設計に関すること、施設の管理運営

に関することの２点について議論をいただ

くものでございます。そのため、学識経験

者として経営情報に精通されている大阪府

立大学の森田教授。これまで農家レストラ

ンの経営に携わってこられました国分弁護

士に委員として就任していただき、必要な

助言をいただくこととしているものでござ

います。また、地元から商売に携わってお

られる方に委員として就任いただいており、

みずからの知識や経験等を生かし、運営方

法についての御意見を聞かせていただくと

考えているものでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  いろいろな有識者、いろんな方が参加さ

れて、どんどんどんどんいい案を出してい

ただきたいと思います。実施設計、基本設

計、いろんな設計の中で、町は皆さん町自

体はこういう方針ですよ、行政はこういう

方針ですよ、こういうものがあればいいな、

住民の方にも前にアンケートをとって、そ

ういう資料があったと思います。そういう

のをどんどん生かして、もう設計屋さんに

任すんじゃなくて、みんなで寄って頭を使

って、何とか盛り上がる、何とか周りの道

の駅よりあっと驚くようなものを今後つく

っていっていただきたいと思います。その

経営とかなってくると、また今後運営委員

会とかそういうのを発足していくのでしょ

うか。お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  管理運営にかかわる部分につきましては、

当然一番大切というふうに考えています。

今回の設置委員会の中とは別に、そういう

部会を設けまして、それについて部会の中

で詳細に詰めていきたいというふうに考え

ています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  またいろんな形で皆さんが協力できる体

制というのをとっていただきたいと思いま

す。道の駅成功のために最善、最良のプラ
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ンを立てる委員会、また行政、それこそ住

民の皆さんの意見、アンケートというのを

参考にして、どんどんどんどんうまくいく

ように、豊能町でええものができたと言わ

れるようなのができるように、今後皆さん

協力して頑張っていきたいと思います。 

  これで私の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、長澤正秀議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際暫時休憩します。 

  再開は１１時２０分とします。 

（午前１１時１０分 休憩） 

（午前１１時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。議

長の御指名をいただきましたので、一般質

問をさせていただきます。 

  まずこの間地震や豪雨、猛暑など災害が

続いたこの夏です。多くの被害がありまし

た。安心安全な生活のため、早期の復旧が

求められています。暑さ対策では、電力関

係で安定供給ができたということが言われ

ております。太陽光発電が貢献し、東京電

力管内では原発不要が改めて示されている

ような今状況であります。 

  それでは一般質問のほうに入ります。教

育問題について質問させていただきます。 

  小中一貫教育についてです。一つは、教

育委員会は５月から８月にかけて保幼小中

一貫教育の推進について、保幼小中の９カ

所に説明を開催されましたが、多くの質問

や要望、課題が出されています。要望や課

題について説明会で即答された以外は、今

後の準備会で検討し、決定していく方向を

示していますが、ＰＴＡ、保護者への今後

の対応についてはどうされるのかお聞きい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  おはようございます。お答えいたします。 

  これまで東西両地区において、５月１６

日から各学校園所、または保健センター、

中央公民館等を利用させていただいて、説

明会を行わせていただきました。教育大綱

に示された教育内容を説明し、保護者の皆

さん方に御理解いただけるよう現在進めて

まいりました。今後とも保護者の希望のも

と、できるだけ丁寧な説明をしたいという

思いから、小規模な説明会であっても実施

したいなというふうに思っております。で

きるだけ多くの皆さん方に御理解いただい

て、５年後の小中一体型小中一貫校の創設

目指して、取り組んでまいりたいと思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  小中一貫教育では、まだ決定ではありま

せんとこの間言っておられます。今後議会

に諮って決定するというのが最終結果にな

るということだと思うんですけれども、そ

れでは残された課題をＰＴＡ保護者との意

見交換の場はないのかどうか、その点につ

いて。それと傍聴などもできるようにされ

るのかお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 
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  最終教育大綱につきましては、一応町の

方針ということで、それについての説明を

現在参っておるところでございます。さま

ざまな今回の基本計画並びに基本設計につ

いては議会のほうで御説明し、御承認いた

だいた件ではございますけど、今後さまざ

まな点について議会のほうに説明をし、予

算を計上し、それを進めていくためには、

さまざまなハードルがあるというふうには

理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  議会には教育大綱を提出され、いろいろ

資料は出されましたけれども、説明会の中

ではたくさんの方がいろんな疑問や心配点

について、問題点、課題を出されています。 

  そして次に行きますけれども、町として

小中を一つにまとめて、施設一体型小中一

貫校を推進するということは、町の一大行

事であります。これは前にも言いました。

平成３５年開校予定としていますけれども、

地域の思いを受けとめ、十分な協議期間と

自由な議論を教職員も含めて保障すること

が求められていると思うんですけれども、

そのことについてはどうお考えなのでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  保護者の皆様方には、今現在説明会をも

っていろいろ御説明をしております。その

際にもこの教育大綱の説明のチラシ１枚で

はなくて、順次必要に応じてこういう資料

がないかということについてお問い合わせ

あったときには、次回に持ってまいります

というふうな形で、その説明資料、あるい

は追加資料を配布して、御説明をさせてい

ただいているところでございます。そうい

うことを丁寧に行いながらやってまいりた

いというふうに思っております。 

  先生方とは、平成２８年の６月か７月か

だったと思いますけれども、保幼小中一貫

教育担当者会を行っておりまして、その会

には保育所、幼稚園、小学校、中学校の代

表の先生方が集まっていただいて、いろい

ろ保幼小中一貫教育の進め方、あり方、あ

るいは研修とかいうものを実際にやってい

ただいております。また全教職員が一堂に

会する合同研修会を年２回行っていただい

たり、また講演会を開いたり、今後の方向

性について先生方とも十分協議しながら進

めているところでございます。 

  またその成果の一つとして、今保幼小中

一貫教育の説明会にも目指す子供像という

ふうなものを掲げておりますけど、それは

先生方がいろいろ協議していただいてつく

られたものであります。またとよの学の創

生をしようということで議論をしていただ

いて、そういうことも具体的にそれを形に

していくべく今現在頑張っております。 

  そういう意味では、ソフト面については

先生方十分議論もしていただきながら、校

長先生方の御意見も聞きながら進めてまい

りたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  現在小中一貫教育推進の説明会で、新た

な問題が出てるということは御存じのとお

りです。要望や課題等を協議する委員会に

ついて、これは先ほども言いましたけど公

開で行うのかどうか、その点御答弁がなか

ったんですけど。 
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○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１１時２７分 休憩） 

（午前１１時２８分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  説明会がある程度終了というか、なった

段階で、次の段階としてはいわゆる今議員

おっしゃったような各種の議論をするため

の準備委員会とか、あるいはまだ名称も決

まっておりませんけどもそういう委員会的

なものをつくって、地域の方々、保護者の

方々、あるいは学識経験者という方々、学

校の校長先生、園長先生方が集まっていた

だいて、そういう会議をもっていろいろ具

体的に進めていく案を練るということにつ

いては、一応想定はしております。 

  ただ協議会自体については、その具体的

なものは決まっておりませんので、公開か

非公開かについてはまだ十分そこまで決ま

っておりません。ただ協議の内容につきま

しては、いずれの場合であっても今現在保

護者説明会でもホームページでできるだけ

早くその状況を把握していただくためにそ

ういう対応をしておりますので、その対応

と同様な形で進めてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ公開で行えるように会を開いていた

だきたいと思います。 

  次に東地区のＰＴＡ保護者から、学校存

続に関する嘆願書が出ております。学校の

あり方について協議の場を求めています。

拙速な推進はせず、子供の心、地域の思い、

教師の誇りを大切に、学校の存続の嘆願を

真摯に受けとめ、協議を保障すべきと思い

ますが、そのお考えをお聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  東地区の保護者の方々から学校存続に関

する嘆願書が８月上旬に出されました。そ

して、そのところに書いてございましたよ

うに、学校の存続をというふうなことも明

記されておりました。我々もそれについて

はしっかりと受けとめたいというふうには

思っております。ただ、ここで何度も申し

上げて申しわけないんですけど、これは

我々としては保幼小中一貫教育と学校再配

置については、子供の教育環境をよりよく

するための方策の一つというふうに考えて

おります。ただ、東地区の学校がそのまま

このような形で存続するということになれ

ば、さまざまな課題が生じてくる。あるい

はデメリットが生じてくるということを説

明会で説明をしております。これは子供た

ちがやはり人数が減ってまいりますと、先

生方も当然減ってまいります。また、これ

から子供たちが切磋琢磨する教育の場の人

数が減ってくると、やはりさまざまな問題

が生じてくるということから、こういうこ

とをできるだけ改善しようという思いで、

いろいろ議論をしてまいりました。そのこ

とを理解してもらうように、できるだけ説

明をしたいと。 

  先ほど申しましたように、今後小規模な

説明会でも実施していきたいなというふう

に思っております。 

  以上でございます。 
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○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  教育委員会がおっしゃっている子供たち

の教育、切磋琢磨をしていくことが今一番

重要だというふうな感じを受けております

が、東地区の方たちはそれだけではないん

です。やはりまちづくりは、まず団地がつ

くられるときでも学校用地が決まって、学

校があるなと、そこからたくさんの人が住

んでいくものなんです。だから学校がなく

なるということは、東地区の方がおっしゃ

ってますように、まちが廃れる、疲弊して

いくのは当然だと思います。私はこの東地

域がそれこそ豊能町の発祥の地ですから、

やはり小学校は東地域にも残していくこと

でのまちづくりがともに行わなければなら

ないと思うんです。学校の子供の教育だけ

じゃなくて、やはり人口が減っていくとい

うことであれば、東地域のこともやはり今

後人口をふやす手だては幾らでもあると思

うんです。希望ヶ丘も人口が減っていって

る、空き家も多いという中でも空き家対策

もとってるし、そういうことでの新しい方

が住んでもらう定住促進も行っている中で、

もっとそれに力入れることもできるんじゃ

ないかと思うんです。 

  この原因は、学校統廃合問題というのは、

社会と国家が抱えている課題を解決する手

段として、教育を位置づけ直そうとする傾

向が今全国に広がっている。国の安倍首相

が進めていることなんですけど。公共施設

等総合管理計画を基本課題として、対象施

設に学校教育施設が挙げられてきたんです。

総務省でもこれが言われています。小中一

貫校にするとどれくらいのランニングコス

トが減るのか、学校の数を減らして浮かす

のではなく、行き届いた教育を目指すべき

だと思っているんです。やはり今まで全国

どこの自治体でも少人数学級で、それこそ

分校で頑張って、優秀な方たち、頑張って

きて、それぞれいろんなところで活躍して

いる方がおられるんですから、それがデメ

リットなのかメリット、メリットは大きい

と思います。デメリットだけじゃないと思

うんです。今おっしゃって、とにかく切磋

琢磨することがメリットなんだというふう

に言われているような気がしてなりません

が、行き届いた教育を目指すということで

は、やはり少人数学級というのは、今どこ

ででも言われている話です。子供は学校、

家庭、地域の中で育っていきますので、同

じ立ち位置で保護者、住民と教職員が手を

つなぎ、緩やかに穏やかに協議、議論を続

けていくことが、教育への住民参加にもつ

ながると思うんです。これは町長も住民参

加、協働ということを常におっしゃってお

りますので、これは求められていることだ

と思います。 

  東京都武蔵野市の市長は、前市長ですが

小中一貫教育問題については市民が決める

ことを堅持してきました。現市長は対話の

方針で、教育委員会と同じ考えで、市民と

首長、自治体職員が一緒に協議し、つくっ

ていく学校、教育問題では、教職員も一緒

につくっていくことが重要とされています。

このような取り組みがもっともだと思うの

ですが、町長にお聞きしたいんです。町長

と教育長のお考えをお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  こんにちは。高尾議員の御質問にお答え

させていただきたいと思います。 

  高尾議員のおっしゃるとおり、いろいろ

と思いは各議員の皆さんございます。私も
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その点につきましてはよく理解をしている

というつもりでございますけれども。今教

育大綱について、基本的にどうなってきた

ということは、議員の皆さんも私が町長を

していないときから御承知のことだという

ように思っております。それから引き継ぎ

まして、私は教育大綱を設定をさせていた

だいた。そして今議論になっているという

ことでございます。 

  確かに私もここの学校を卒業し、また教

育長も副町長も全員卒業をしている生徒な

んでございますけれども、今の現状をどの

ように打破していくかということが私も一

番危惧しているところでございまして、今

旧村には子供がいないところもございます。

まず一番最初に、高尾議員もよく御存じな

んですけれども、高山を閉校するときに、

高山の皆さん相当反対されました。これも

教育長もその当時は担当の次長としておら

れたわけでございますけれども、でも今に

なれば高山お一人です。しかし、これをと

めることはできません。おっしゃるとおり

よくわかりますけれども、そしたらこれか

ら先、本当に東地区、西地区、両地区に学

校を置いて、これから先１０年、２０年、

この学校が続いていけるものなのかという

ことを考えたときに、本当に今苦渋の選択

をしなければならないというのが我々行政

側でもございますし、議員の皆さんも住民

の皆さんも同じ考え方でやっていただかな

くてはならない時期に来ているのではない

かなというふうに私は思っております。 

  だからそういう点を踏まえまして、議論

を続けてまいりました。きのうもきょうも

いろんな一般質問の中で質問をしていただ

いておりますけれども、教育委員会として

は説明をしております。当初、昔でしたら

行政側は教育委員会には関与しなかった。

予算だけの問題で後はできなかったという

ことなんですけれども、今回私も教育大綱

という大きな問題点に携わらせていただけ

たということでございます。これから先行

政側、しかし教育委員会としては子供たち

の教育の側であるということを忘れずして、

私は教育は教育である。行財政は行財政で

あるということをしっかりと分け合った形

の中で、今後の豊能町の教育について考え

てまいりたいというふうに思った中での教

育大綱を決めさせていただいたということ

でございますので、どうか一つその点につ

きましては御理解いただけますようにお願

い申し上げたいと思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  確かに東のほうに学校をという思いとい

うのは先ほども町長が申されましたように、

私も卒業生でございます。基本的にはそう。

ただ、将来の動向を見ましたところ、なか

なかそれが教育環境としてよりよい教育環

境が今後できるのかというと、これはなか

なか厳しいものがあるというふうに私は思

っております。 

  そこで、今特に生まれている子供の人数

だけ考えても、そういうふうな厳しい人数

になると。そのときに考えて、改めてそう

いうことを考えると、また５年後がそうい

うことで生じると。そういうことがやはり

考えられると。本当にその辺は皆さん方が

地域を大事にする思いは、我々も一緒でご

ざいます。決してその地域を考えてないと

いうことはございません。地域は地域でや

はり大人が頑張らないかんと。ただ、子供

の教育については、しっかりと子供の環境

をよくするというものは、しっかりと見な
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がらやっていく必要が私はあると思います。

だからそういう意味ではなかなか御賛同い

ただけない方々に、丁寧に今から説明しな

ければならないということで、現在説明を

しております。その思いで今はおります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  町長と教育長にお話しいただきましたけ

れども、やはり同じ人間ですから、やはり

丁寧な説明、また教育を願っているのは同

じだと思います。ただ、町長としては町民

を守る立場、また教育を守る立場に携わっ

てこられてきてます。教育大綱で２年前に

町長も含めたということで決まってきてる

んですけれども、財政面では確かに町の支

援がないと、教育委員会だけの考えではで

きません。しかし教育はみんなが一緒に考

えていくべきだと思っております。 

  私はこの間、こういうこともいろいろ問

題が出ている中で、池田のほそごう学園の

先生をお招きして、学習会を開いてきまし

た。やはり同じように、伏尾台では新興住

宅地、細河のほうでは植木産業で有名な里

山でございますけれども、そういうところ

での小中一貫ということで、今まで考え方

が反対運動もあって縮小されてきた中で、

伏尾台と細河との小中一貫教育ということ

になったんですけれども、すごくこの点に

ついてはたくさんの反対運動があって、３

年半本当に議論尽くして、子供たちのため、

またまちのためにもきちっとした考え方を

もって運動をされてきております。だから、

東地域はもうすぐに迫った話、今は約１０

０人ほどいらっしゃるけど、３年後いろい

ろ数字をおっしゃいましたけれども、まだ

少人数学級で頑張れると思っております。

まだ中学校も十分使える耐震性もあります

し、そういうところでの住民さんの願いは

かなえられるものだと思っているんです。

そういうところでの少人数学級で、やはり

充実した教育はできると思います。それは

今おっしゃっておるような切磋琢磨のメリ

ット、デメリットいろいろおっしゃってま

すけど、どちらにしてもメリット、デメリ

ットがあると思います。だけども、今の教

育環境は決して悪くはないわけです。 

  東地域は山あり自然がいっぱいで、私も

７年間過ごしてきて、子育てをここの東地

域でやってきました。本当にそこは地域の

方々の温かいおつき合いした中で見守られ

ながらの生活ができたということで、あり

がたく思っているんですけど、そのことは

物すごく子供たちにとってはふるさとです。

ふるさとということは大綱にも出ておりま

すけど、やはりそこは大事にしていかな行

けない問題だと思います。 

  子供は地域で育つ、地域で教育を受ける

ということが一番重要だと思いますし、少

人数学級が悪いわけではありません。そこ

でしっかりとした教育はされるべきだと思

っておりますので、この点、今嘆願書を出

されている方々、また東地域の方々につい

ては、しっかりと納得いくまでの協議で、

願い実現ができるかどうかについては、話

のいかんで決まってくるんじゃないかと思

いますので、そこは時間をしっかりととっ

て進めて、協議をしていっていただきたい

と思いますが、その点についてもう一度御

答弁願います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  我々は説明会を東では各校で２回やりま

して、東能勢小学校では１回あれですけれ
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ども、あと全体で今現在３回、計５回やっ

ております。また次に９月１０日にさせて

いただく。先ほど申しましたように、小規

模的なもの、あるいは普通の今の形の形態

のもの、それは説明をしている。ただ、今

現在我々が説明する時点で議論をしており

ます。例えば、我々としてはこういうこと

やけどどうだとか、あるいは皆さん方から

質問を受けた中で、資料の足りないものは

提示するとかいうことは今現在やっており

ます。決して一方的にこちらが説明して、

はい終わりということではなくて、質疑応

答を十分しております。２時間１５分ぐら

いから２時間というふうな形で説明をした

り、あるいは質問を受けて、その資料をま

とめたりというふうなこともしております。

したがって、そういうものを着実に説明し

て、できるだけ教育委員会の考えているこ

と、また保護者の方が心配されていること

を一つずつ解消していくように努力をして

いきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今御答弁いただきましたけど、とにかく

小学校の間は伸び伸びと生活させてやりた

いというのが、やはり基本ではないかと思

うんです。小中一貫教育になると、５年生、

６年生から定期テストをするとか、５０分

授業をする。教科担任制になる。また中学

校の部活に５・６年生も参加させるとか、

制服の標準服を導入して、中学校的な生徒

指導をするとか、６年生の卒業式をせず、

卒業式の練習もなくなるし、修了式で授業

をする。６年生の春休みに宿題を出して、

中学校で提出させるというようなことも、

他校の小中一貫校の例でいろいろ起こって

るんです。これが中１ギャップになるんじ

ゃないかというふうに思うんです。中身が

いろいろあります。問題点もたくさん勉強

させてもらって、述べたら大変時間がかか

りますので、今いったような問題点が次か

ら次から出てきておりますので、説明会で

もたくさん出てきた疑問をまとめられて、

すぐホームページに上げられたということ

に関しては、よかったと思っておりますけ

れども、やはりそれだけでは済まない。中

身がやっぱり議論されないといけないので、

この点については丁寧に協議に応じて、納

得いくまでの説明をやはりしていくべきだ

と思いますので、その点期待します。もし

よろしければ、どうぞお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  先ほども申しましたように、１回目、２

回目の説明会については、私どもが御説明

させていただいて、質問を受けると。３回

目以降については、先ほど申しましたよう

にいろいろ御質問をいただく場面もありま

すけれども、我々が資料を提示して、これ

であるけれどもどうかと。こういう点は質

問ありましたけれどもこういう点で解消で

きますというふうなことをやりとりできる

ようになりました。ぜひそのあたりを、や

っぱりこういうピンポンができるような形

をぜひつくっていきながら、少しでも理解

を深めていただくように、あるいは説明を

丁寧にしていくように努力をする姿勢は、

決してこういう形でそれを努めるというの

は基本的なスタンスとして持っていきたい

というふうには思っております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 
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○１０番（高尾靖子君） 

  強引に小中一貫教育をするのだというふ

うには持っていかないようにしていってい

ただきたいと思います。 

  以上で小中一貫教育のほうは終わらせて

いただきまして、次に通学路の安全対策に

ついて伺います。 

  ６月の大阪北部地震で、ブロック塀など

が倒壊して、いろいろとたくさんの事故が

あったりしました。本町でも倒壊の危険性

を確認されて、新たな塀を設置して安全対

策が進んだと思います。 

  ただ、通学路におきまして、吉川小学校

の通学路で、既存民間のブロック塀等が心

配されるんですけども、安全性の打診が必

要ではないかと思うんですけれども、この

点についてはどのような対応を考えておら

れるのか、お伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  個人のブロック塀でありますので、町が

勝手に打診検査を行うということはできま

せん。大阪府の北部地震後には全ての通学

を対象に、ブロック塀や組積造の塀の安全

確認を職員で実施したところですが、その

ときには目視による高さの確認とか、控え

壁のあるなし、傾き、ひび割れのあるなし、

基礎のあるなしまでであり、個人の所有物

に触れるという打診検査は行っておりませ

ん。現在のところは、８月号の広報とよの

でブロック塀を点検しようと注意を呼びか

けているところであり、安全性を危惧する

問い合わせのあった場合については、建築

職員が直接伺い、個別に対応しているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  そこは丁寧に対応していっていただきた

いと思うんですが、災害に強い安全なまち

づくりのために、他市では８０センチ以上

の塀を補助対象にしていることを進めてお

りますが、豊能町も報告では高さ１２０セ

ンチというようなところで対応をされてお

りますけれども、国土交通省は６月２５日

付で防災安全交付金メニューに住宅建築物

耐震改修事業で、効果促進事業の対象にな

るというふうに回答しているんですけれど

も、これ御存じかどうかと思うんですが、

もし御存じでしたら、こういう対象事業に

取り組むべきだと思うんですけれども、お

考えはいかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  国土交通省からブロック塀等の撤去等に

係る支援について、耐震診断の補助と同様

に、国の社会資本整備交付金効果促進事業

の対象とすることが可能であるとの通知を

受けているところでございます。効果促進

事業が対象になることは認識をしておりま

すが、前回の全員協議会にも報告させてい

ただきましたとおり、通学路のブロック塀

の基準不適格は６４２カ所はあるというこ

とから、歩道部分を含めますと、把握でき

ないほどの数があると想定されます。財政

面とか本町の実情に合う助成制度を踏まえ

て検討してまいりたいというふうに考えま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 
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○１０番（高尾靖子君） 

  ここは町として通学路の安全というとこ

ろでは、着実に事故が起こらないような体

制をとられるように、その辺は慎重に取り

組んで、改善ができるようにしていっても

らいたいと思います。その点をよろしく進

めてほしいと思います。 

  次に行きます。図書館ユーベルホールの

老朽化対策でございます。図書館ユーベル

ホールの老朽化対策が今求められています。

先日の台風２１号でも図書館の屋根が一部

剥がれたというような事故が起きておりま

す。小中一貫教育推進の説明資料では、公

共機関、図書館やユーベルホール等が周り

にあり、教育活動を行う上で活用しやすい

と明記されています。住民の学習権を保障

する図書館とホールの存続と同時に、老朽

化対策の計画はあるのかどうか、その点を

伺います。よろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  公共施設に関して全般でございますけれ

ども、平成２９年３月に豊能町公共施設等

総合管理計画が確定をされましたところで

ございます。そのような中でユーベルホー

ルにつきましては、新耐震基準による建物

で、耐震性は一応確保されておると。ただ

平成４年に建築された建物でございまして、

整備から２６年を経過しているところから、

今後大規模改修を行う必要がございます。

大規模改修には多額な費用が伴うというこ

ともありますので、本町の財政状況や文化

発信施設としての機能を総合的に検証し、

今後のあり方を検討してまいりたいと考え

ております。 

  図書館につきましては、新耐震基準によ

る建物で、耐震性は同じように確保されて

おるところでございますが、整備からもう

３１年を経過しております。きのうの台風

によりましても屋根が一部飛びまして、雨

漏りをしているような状況でございます。

図書館といたしましては、やはり蔵書を確

実に保管していくというような機能を持っ

た非常に大切なところでございまして、そ

このところがこの屋根が飛ぶような事態に

なっておるというようなことでは、なかな

かその機能自体を発揮することができない

のではないかなというようなこともござい

ますので、今後も小中一貫教育再配置が進

むことになりましたら、公共図書館と学校

図書館のあり方についても十分に検討する

ことが必要であるなというふうには感じて

おるところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  公共図書館として検討していくというこ

とですけど、民営化も含めたことを今おっ

しゃっているんでしょうか。今ちょっとそ

のようにも思えたんですけれども、その点

はどうなんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  図書館の民営化とは言ってないつもりで

ございまして、今ある公共の図書館と学校

におのおの図書室、学校図書館というのを

持っておりますので、同じような図書機能

を持っております。学校はおのおの学校の

予算の中だけで子供たちの図書を集める。

公共は公共として図書を集めるというのを

一体化すれば、一つの予算が両方使えて、

両方に合同的な図書等も使えますし、また

図書館司書も図書館におる司書の人と学校

におる図書館司書がおりますので、それを
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おのおの融合させることによりましたら、

例えば図書館を利用されている住民の方が

少ない昼間の段階、平日の段階は学校図書

館のほうに行って、学校図書館を充実させ

て、休みの日、土曜日、日曜日につきまし

ては学校図書館がありませんので、その分

を公共図書館のほうを充実させるというよ

うなことも考えられますので、今後その学

校図書館と公共図書館、今ある図書館を融

合的に考えることも必要かなと思っており

ますので、その辺も含めた検討は進めてい

くつもりでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  いろいろ考えておられるということはよ

くわかりました。しかし子供たちや年配の

方、ここは本の好きな方がたくさん住まれ

ておりますし、図書の貸し出し冊数も日本

一になったこともありますので、そこは大

事にしていただいて、平日いつでも利用で

きる図書館を想定したものにしてもらいた

いと思いますし、民営化ではないというふ

うにおっしゃったので、そこはちょっと安

心しましたけど、学校と図書館と融合する

というお考えのことをおっしゃったと思う

んですけど、なくなるということではない

ようですので、それは安心しました。 

  それと、ユーベルホールについても、今

後考えるということですけども、やはりこ

の間の教育評価の中でも、ユーベルと図書

館のことを随分評価されたことを書いてお

られます。それと、今ここでの小中一貫教

育の説明資料でも公共機関として図書館、

ユーベルホールを位置づけて、活用できる

ようにということも書いておられますので、

これを大事にしていただいて、存続という

か今までに劣らない方向性を出していくよ

うにと私どもは願っているんですけども、

その点についてはどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  ユーベルホールにつきましても、現在学

校の活動において利用させていただいたり

とか、文化発信の拠点として、多くの住民

の方に利用させていただいておる施設でご

ざいますので、豊能町公共施設等総合管理

計画にのっとりまして、十分検討はしてい

かなあかんなと思っとるんですけれども、

何分にも施設改修に係る費用が多額なもの

でございまして、もう今までからどれくら

いの費用がかかる、何億という費用がかか

るということは議員の皆様にも御説明を申

し上げてきたところだと思っております。

それをどれだけやっていけるのかというと

ころは、今のところまだ結果が出ていない

というところでございます。雨漏りも見受

けられるようになってきておりますし、舞

台機構設備の改修にも２億弱のお金もかか

るというふうなことになっておりますし、

エレベーターにつきましても、もうそろそ

ろ２機分を改修しなければならない時期が

差し迫っておるところでございますので、

その後いろんな問題点を克服できるように

検討していきたいということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  いろいろな難問がありますけども、ぜひ

克服していただいて、住民の皆さんが文化

的な生活ができるように、ぜひお願いとい

うか続けていっていただきたいと思います。 

  次に移ります。防災・減災の対策につい

てなんですけども、地震豪雨による災害は、

ハザードマップなどで想定されてきたと思

うんですけども、マップに上がっている箇
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所で、災害があるなしにかかわらず、防

災・減災の観点から、検証されてきている

のかどうか、その点をお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災マップでございますけども、これは

全て機械的に指定をされておりまして、土

質でございますとか過去の災害などは考慮

されていないというものでございます。浸

水に関しましては、ハザードマップは土地

の高さから割り出すものでございますので、

比較的正確でございますけども、土砂災害

の場合は、防災マップのとおりに起きると

は言い切れないところでございまして、防

災マップはリスクの目安というふうに理解

をしていただきたいと思います。 

  この危険区域の指定とか大地震による被

害の想定でございますけども、これは国と

か大阪府が指定等をしたものを掲載してお

りまして、それを町が検証して見直すとい

うものではないということは御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは各自治会でいろいろハザードマッ

プをつくるように言ってこられてつくられ

たと思うんですけれども、そういうところ

での災害があった場合、すぐ対応できるよ

うに手だて、対策をとられるようにしてい

っていただきたいと思っております。 

  それと次に行きます。７月の豪雨の影響

で、本町は一時的に陸の孤島化になり、ス

ーパーの食品車両の搬入がおくれたという

ことを聞いております。地震豪雨に見舞わ

れ、これまでにない自然の脅威を感じてお

ります。周辺道路等で土砂崩れが頻発し、

通行どめ、電車も運航休止で、一時的に八

方ふさがりになりました。通勤・通学に不

便が生じた一部の道路、１７３号線を残し

たほかは復旧したものの、早期に道路の改

善が求められると思うんですけども、各道

路の強化対策についてはどのようにお考え

なのかお聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  町道吉川中央線の道路災害の件というこ

とで回答させていただいてよろしいでしょ

うか。今回の７月豪雨により、道路の側壁

や排水施設が崩壊したため、今回公共土木

施設災害復旧事業として、本年９月１８日

から２１日の二次災害査定を受ける予定と

しております。当初は１０月中旬ごろの査

定と聞いておりましたが、約１カ月早くな

りました。これまで本被災箇所については、

工事完了まで通行どめということを考えて

おりましたが、先般の台風２０号、今回の

台風２１号によって、国道４７７や箕面有

料道路が通行どめとなり、大きく交通に支

障を来しているということから、本被災箇

所の山側に仮設道路の設置を検討している

ところです。これにより、工事着手時から

通行どめを解除し、交通整理員を配置の上、

片側通行で工事を進めていきたいというふ

うには考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  早まってそのような工夫をしていただい

たということは結構だと思います。新光風

台からも道路をたくさん利用されておりま
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すので、その点進めていっていただきたい

と思います。 

  それと、先ほども質問ありましたけれど

も、光風台４丁目と大和団地の通路を早急

に進めることが求められているんですけれ

ども、この災害によって一つでも道が塞が

った中で、通路として使える、安心して行

きかいできるようなことが求められるんで

すけど、時期についてはどのようになって

いるのかお伺いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  通路についてということでございますけ

ども、平成２９年の１２月に光風台自治会

から豊能町長宛て、大和自治会から川西市

長宛てに要望が提出され、両方とも歩行者

や自転車、バイクは可能とする要望が出さ

れてきたところです。これを受けまして、

これまで川西市と本年２月、同年４月の計

２回協議をしております。その中で、川西

市とは歩行者及び自転車の通行のみを要望

する通路、緊急時は車両通行可能というよ

うなことについては、大筋合意に至ってお

ります。現在のところは光風台自治会と大

和自治会が意思疎通を図るための調整を重

ねられているというふうに聞いております

ので、その動向を見ながら、川西市とは常

に情報共有し、連携を図りながら、努めて

いきたいというふうに考えています。今後

四者協議が開催できれば、その中で広域道

路の協議を始め、通路部の工事の発注時期

とか、川西市との工事の発注方法等の協議、

維持管理の協定、緊急時の対応などの詳細

な協議を進めていきたいというふうに考え

ていますが、開通時期については現時点で

は未定でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。 

  再開は１３時といたします。 

（午後 ０時１０分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○副議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ９番・秋元です。議長の御指名をいただ

きましたので、順次質問させていただきま

す。今議会最後の質問者となります。 

  理事者の皆様におかれましては、昨日の

大型台風による調査、後始末、また見回り

などでさぞかしお疲れかと存じますが、ど

うかよろしくお願いいたします。 

  まず最初に、地域防災計画について質問

させていただきます。前回もこの質問を出

させていただきましたけど、平成２８年度

修正版地域防災計画６３ページで、地域防

災の向上の一つとして、ボランティア活動

環境の整備を上げており、さらにボランテ

ィアの受け入れ態勢の整備、人材の育成、

活動支援体制の整備に努めるとしておりま

す。しかし、いずれも前に進んでいないこ

とから、少なくとも９月議会までには、そ

の第一歩である災害ボランティアセンター

設置に関する協定書を社会福祉協議会と締

結してほしいと、さきの９月議会で要望さ

せていただきました。これにつきまして、

その後社会福祉協議会と災害ボランティア

センター設置に関する協定書を締結された

かどうか、まず確認させていただきます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  災害ボランティアの協定でございますけ

ども、ことし８月８日に締結をさせていた

だきました。これによりまして、災害発生

時には町が社会福祉協議会にボランティア

センターの設置を要請しまして、社会福祉

協議会がセンターを設置するということに

なります。センターの業務といたしまして

協定いたしましたのは、災害ボランティア

の受け入れ、それから活動の依頼に関する

こと、２点目としましては、町の災害対策

本部等との連携による災害情報の収集、提

供及び連絡調整に関すること、三つ目とし

ましては、その他災害ボランティア活動に

必要な業務に関することといたしまして、

その他災害の応急に係る支援に関すること

をボランティアセンターの業務として協定

を締結したところでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  池田市や茨木市など近隣自治体では、災

害ボランティア設置に関する協定書を締結

した後に、社会福祉協議会が中心となって、

市内のボランティア団体を初め、災害に関

心の深い住民たちと新たなグループを立ち

上げまして、万が一自分たちが被災者とな

ったときに、ボランティアの手を必要とし

ている町民と他市から応援ボランティアと

して駆けつけてくださった方々を、どこで

どのような方法でマッチングさせるかなど、

さまざまな角度からマニュアルを作成し、

シミュレーションしながら、町と社協、ま

た住民との連携を深めております。 

  豊能町も締結した今後、こうしたグルー

プを早急に立ち上げて、前に進めていく必

要があると思っておりますが、いかがお考

えでしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  全く議員のおっしゃるとおりでございま

す。今後につきましては、災害発生時にボ

ランティアセンターが機能するように、協

定書に定めるとおりのことをするため、平

常時は社会福祉協議会やボランティア団体、

町との間でセンターの運営など、災害時の

協力体制の確立をまず図っていくというこ

ととしたいと思っております。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それには、今社協のほうでいろいろな住

民団体、ボランティア団体来ておりますけ

ども、その方たちにずっとお願いして誰々

という形よりも、やはり災害に関して関心

の高いボランティアの人たち、あるいは住

民、ほかにもいらっしゃるかもしれません

けども、そういう方たちにお声をかけて、

専門的なグループを立ち上げたほうが私は

いいと思っています。町としては、そうい

ったところなどももういろんな形で検討さ

れているのでしょうか。それとも今後検討

されるのかだけお尋ねします。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ボランティア団体の選別といいませんが

依頼する先でございますけども、これにつ

きまして、やはり社会福祉協議会のほうに

お願いしたいというふうに思っておりまし

て、町長部局のほうからどこどこの団体が

よいとか好ましいとかいうことを言わずに、

社会福祉協議会にお任せをしたいというふ
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うに思っております。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町としてはそのお立場になると思います

が、今後また社会福祉協議会のほうとは私

のほうからもお話しさせていただきたいと

思います。 

  この６月に発生した大阪北部地震では、

茨木市、高槻市、吹田、豊中、枚方市は、

災害ボランティアセンターを設置しており

ます。うち茨木市、高槻市、吹田は、やは

り市外からのボランティアの応援を要請し

ています。それで、いずれもこのボランテ

ィアセンター設置に関しましては、社会福

祉協議会のホームページからリンクできる

ようになっておりました。その文面やイラ

ストから、他市からのこうしたボランティ

アを一日も早く受け入れるために、必要な

情報を入れたページを前もって作成してい

たことがよくわかりました。問い合わせま

したら、事実そのとおりでございました。

これからのことではございますけども、こ

こにそのコピーがございますので、ぜひ御

参考の上、やはり社協のほうともお話を進

めていっていただきたいと思います。これ

は要望にとどめさせていただきます。 

  ところで、ことしこの地域防災計画を見

直すことになっておりますけども、一体何

をどのように見直されるのか。ちょっと担

当のほうにお話伺いましたけど、もう一つ

ちょっとわかりかねますので、できたら御

説明をお願いいたします。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  地域防災計画の見直し、主な点でござい

ますけども、これは平成２６年の広島の土

砂災害、それから平成２７年の鬼怒川の水

害、それから平成２８年の熊本地震などを

受けまして、全国各地で発生した災害の教

訓を踏まえて、修正をされました国の防災

基本計画、それから大阪府の地域防災計画

が修正されましたので、その整合を図ると

いうことが一番の目的でございまして、ま

た大阪府の新地震防災アクションプランに

つきましても、最新の防災対策があります

ので、それを反映させるというものでござ

います。 

  担当のほうから具体的にということで、

答えるような資料をということでもらいま

したが、こんなＡ３版両面で非常に細こう

ございまして、緊急交通路でございますと

か、水害の予防でございますとか、行政機

能のことでございましたり、本当に避難の

ことも含めて、非常に広い範囲の見直しが

行われるというようなことでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  地域防災計画、私も事あるごとに目を通

させていただきますが、なかなか理解しづ

らい。全体の内容がつかみづらいところが

あります。とても大変末端な質問になるか

もしれませんけど、７月の豪雨では人的被

害があったかどうか、防災のほうで確認し

たと。そういう報告を全協で受けました。 

  消防の業務として、人的被害の把握に関

することに何の違和感もございませんが、

この地域防災計画の中では、資料編２５、

２６ですけども、消防事務文書の中に人的

被害の把握に関することが入っておりませ

ん。この一文前から気になってまして、実

は住民人権課吉川支所の事務文書の中に入

ってるんです。私の理解している人的被害

の把握に関することと、ここに書かれてい

る人的被害の把握に関することでは、ちょ
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っと乖離しているのかなと思いましてお尋

ねいたしますけど、ここの地域防災計画に

書かれている、つまり住民人権課吉川支所

の事務文書の一つであります人的被害の把

握に関することというのは、具体的にどの

ようなことを指していらっしゃるのでしょ

うか、お尋ねいたします。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人的被害の把握でございますけども、６

月の地震、それから７月の豪雨で申し上げ

ますと、６月の地震の際に人的被害はござ

いませんでしたけど、７月の豪雨の際には

重傷者が１名おられました。この７月豪雨

の重傷者１名の把握については、住民の方

から連絡を本部の事務局が受けたというこ

とで、把握ができたものでございます。 

  人的被害とか住家被害など被害状況の把

握、また集約につきましては、災害対策本

部の事務局でございます総務課の事務とい

うことになるわけでございますけども、今

議員の御指摘のとおり、現在の地域防災計

画はそうなっておらず、住民人権課と吉川

支所の事務となっております。これは当時、

恐らく死亡届を念頭に置いて、このように

書いてしまったものというふうに思います

けども、おっしゃるとおり実態にそぐわな

いので、今年度地域防災計画の修正の際に

は、実態に合わせて見直したいと思ってお

ります。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。よくわかりまし

た。 

  このほか、先ほどちょっと触れましたけ

ど、災害ボランティアセンターの設置一つ

とっても、今の人的被害に関することに関

しましても、ほかにもあるんですけども、

実にわかりにくい文章です。肝心の言葉が

抜けていたりとか、そういったことがござ

いますので、せっかく今回地域防災計画見

直されて、新たに作成されますので、こう

した点にも留意してくださって作成を進め

ていただきますよう要望しておきますので、

お願いいたします。 

  その消防について御質問いたします。こ

の地域防災計画は、消防を箕面市に委託す

る前に作成されたものです。箕面市に消防

を委託するとき、私はこの議会に身を置い

ておりませんでしたので、この場で確認さ

せていただきます。お願いいたします。 

  資料２６で触れてる消防に係る事務文書。

具体的に言いますと消防団との連絡に関す

ることですとか、火災の調査に関するとか、

それから消防合同計画の策定に関すること

とか６、７点書かれております。というこ

とは、箕面に消防を委託したときに、事務

文書もそっくり箕面市に委託された、箕面

市のほうで対応してくださるというふうな

理解でよろしいでしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  平成２８年に消防事務委託をいたします

際に、町の災害対策本部とか警戒本部の本

部員に、豊能消防署長が入っていただくと

いうことについて箕面市の了解を得ており

まして、本部を設置したときは、現在も出

席をしていただいております。６月の地震

とか７月の豪雨、またきのうの台風もそう

ですが、消防署として町内を巡回し、その

応急対策とか被害状況など、本部会議で報

告いただくことなど、情報共有に努めてい

ただいておりまして、議員の御心配の旨は
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ないということでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それは箕面市として参加してくださって

るという理解でよろしいですか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  当然、豊能消防署長は箕面市の職員でご

ざいますから、箕面市の職員の立場で出て

おられますけども、置いておりますのは豊

能町災害対策本部、豊能町警戒対策本部で

ございますから、それは豊能町の本部とし

て出席をしていただいておりまして、豊能

町の警戒に当たっていただいているという

ことでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっと話がすれ違ってるのかもしれま

せん。ではここに書いてある消防防御計画

の策定に関することは、箕面市の消防でつ

くってくださるという理解でよろしいです

か。具体的に言えばそういうことを今部長

さんはおっしゃってくださっているんです

か。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  箕面市に消防事務委託をいたしまして豊

能町に残りましたのは、消防団の事務と水

利の事務でございます。消防団と水利以外

は箕面市に委託いたしましたので、今議員

のおっしゃったことは、箕面市のほうでや

っていただくというものでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  では、消防を箕面市に委託したことによ

りまして、いろいろとここに至るまで、特

にこの６月の地震ですとか、７月の豪雨で

すとか、昨日の台風など、町として不整合、

こちらの防災計画と照らし合わせて何かそ

ういったことなどほかに感じることなどあ

りましたでしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私の感想でございますけども、不都合を

感じたということはございません。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それはまず安心いたしました。 

  では消防の箕面市への委託費用は、面積

人口から算出されると聞いておりますので、

これに基づいて質問させていただきますけ

ども、その箕面市のほうでは、消防署を現

在の３署から５署体制に、今年度は新たな

消防署の整備に着手するとの計画を打ち出

しておりますけれども、そこに係る費用と

いうのは、豊能町も負担することになるん

でしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  消防事務委託の負担金でございますけど

も、これは議員のおっしゃるとおり、人口

と面積で決めるものでございまして、人口

は前年１０月１日現在の人口で計算いたし

ますけども、今のところ平成３０年度の豊

能町の負担割合は１５.６５％というふうに

なっております。 
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  それから議員のおっしゃいました箕面市

の消防の計画でございますけども、これは

ことしの２月６日に箕面市・豊能町の今後

の消防需要に基づく消防力保全計画という

ものを策定なさいまして、同日報道発表を

なさいました。その計画では、箕面市域の

消防署を二つふやすということで、五つの

消防署の体制とすることと、人員も９名を

増員すると。９名というのは隊の数でござ

いますけども、１隊ふやすというようなこ

とでございます。この２署の増加の分の負

担でございますけども、これは当初結びま

した協定におきまして、委託後５年以内の

施設の新設等は当該施設の整備を行う市町

が負担するというふうになっておりますた

めに、これは箕面市の負担となります。し

かしその人員の９名増、１隊増の負担につ

きましては、いまだ事務レベルではござい

ますけども、協議ができていないというと

ころでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  わかりました。この先ほかに５年以内は

どうのこうの何か御説明いただいてました

けど、消防署の建設とか職員の増加とかは

この先のことですけども、そういったこと

は何かほかに求められる可能性のものはあ

りますか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど申し上げましたとおり、施設の整

備委託後５年以内はそれぞれの市、それぞ

れの町が負担をするということになってお

りますけども、それ以降の分については、

当然按分をするということになりますし、

人員の増加分については取り決めがござい

ませんので、その都度協議をするというこ

とになるものでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  人員は契約なりというかその都度という

けど、あえてそうしたという理解かちょっ

とわかりませんが、この辺はちょっと後ほ

どまた聞かせていただくにしても、となり

ますと、箕面市に消防を委託したことによ

って、経費削減につながったと事実はそう

でしょうけども、箕面市との消防が５年先

のことになりますが、充実すれば充実する

ほど経費が増額していくことになりますよ

ね。必然的に豊能町の負担分がふえていく

ということになりますけれども、その理解

でよろしいんですか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  その人員に限らず全てのハード面もそう

でしょうけども、本町にメリットがあると

いうことにならなければ、本町が負担をす

る理由がございませんので、それは協議と

いうことになると思います。何が何でも全

て按分ということではなくて、協議をして

決めていくということになると思いますし、

豊能町の理由による増加とか、建て増しと

か増員とかいうことになると、箕面市もそ

れはちょっとというかもわかりませんので、

そこはお互い協議をして決めていくという

ことでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  行政のほうでしっかり協議してくださる

んでしょうけども、この予算というのは箕

面市でされることです。私たち豊能町議会
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の手の届かないところで多分いろいろと決

められ、そして決められたことだと思いま

す。ですから、場合によっては何年かたっ

てみたら経費削減どころか逆の流れになっ

ていたということになりかねませんので、

そこは重々町として含みおきいただきたい

と思います。 

  私は近年の大きな自然災害を考えたとき、

正直箕面市に消防を委託したことは、住民

にとってよかったのかどうか、まだはっき

り見えないものがございます。この問題に

ついては、私自身今後時間をかけて十分に

分析し、また皆様から勉強させていただき

ますけども、最後に箕面市への今回の消防

の委託といいますのは、このまま未来永劫

続いていくものなのか、それとも解除する

ことができるようになっているのか、一体

契約上どのようになっているのか、その点

だけお尋ねして次の質問に入りますので、

お願いいたします。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  協定が終わる時期については取り決めが

ございませんけども、我々、箕面市も一緒

でしょうけども、もっと広域の消防の強化

というものを目指しているところでござい

ます。例えば無線とかの業務でございます

けども、それは今は池田と豊中が一緒にな

さっていて、そこに能勢町も加わっている

とか、いろいろ消防の分野では広域化が進

んでおりますので、さらに広域化を進めて

いきたいというのが本当のところでござい

ます。それは箕面市さんも同じ思いを持っ

てらっしゃるというふうに思っています。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  次の質問に行くつもりでいましたけども、

私も東京の消防の状況を見てると、確かに

本当に大阪そういうの必要だなと思ってい

ます。ただ、ですからやっぱりこの箕面市

の委託だけで経費削減になったというとこ

ろで終わらせてほしくないものがあります

ので、どうか今後の取り組みよろしくお願

いいたします。 

  次の質問ですけれども、２番目に入りま

す。上畑建設部長に直接の質問になります

けども、右近の郷について前回展示物の充

実を提案させていただきました。なぜ必要

かについては、そのときに質問の中で触れ

させていただきました。これにつきまして

は、前もって確認させていただいたところ、

他の企画とあわせて取り組みたいというよ

うなお返事を担当者のお一人からいただい

たんです。そのときはそれ以上お聞きしな

かったんですが、何らかの形でこの提案を

進めよう、あるいは生かそうとしてくださ

っているのかどうか、まずお尋ねいたしま

す。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  高山右近の紹介のパネル等については、

現在作成をしております。英語併記のもの

も含めて今進めております。ことし９月３

０日に開催されます右近フェスタにおいて

展示できるように努めているところです。 

  以上です。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。私、前回観光情

報、ホームページ、何もありませんじゃな

いですかと触れたんですけど、今回も残念
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ながら、ちょっとホームページはそういう

ふうな状態でした。それで、なぜかという

と、昨日からも人口増加に向けて施策の重

要性が問われておりましたけど、私は若い

世代を呼び込もうとしたら、やっぱりもっ

とホームページを充実させなくちゃいけな

いと思ってるんです。豊能町何も知らない、

どこかで名前を聞いた、どんなまちだろう

とあけてみたら何となく楽しそうだ、景色

もよさそうだ、行ってみたいな、ちょっと

でものぞいてみて、そしてこういうまちか、

住んでみようかなというふうな、少なくと

もそういうふうな流れになる小さなきっか

けかもしれませんけど、そういうふうなホ

ームページつくってほしいなと思っていま

す。 

  今回とってもとっても残念だったのは、

豊能町農林商工課のほうではいろんなイベ

ントしてますよね。そういったことがあの

ホームページの観光情報押しただけでぱっ

と写真でも出てくるような形でもあったら、

とてもすばらしいと思うんです。何か文章

の一文、二文を並べて、そこのところも白

紙になっているということよりも、写真の

５枚や６枚、７枚、８枚があったほうが、

見る方はこれなんだろうと。 

  特に、例えば今回９月号の広報にアユつ

かみ出てましたね。この川の中で大勢の方

が本当に楽しんでらっしゃる。そういうの

を一つ載せるだけで、その前にアユつかみ

募集しますなんていう文章よりよっぽど注

目されるし、きれいな川も写ってますし、

そういう形でホームページをつくっていた

だきたいんですが、これはホームページの

お話をお伺いすると、町にそういう専門か

がいるわけじゃなくて、今は各部署で担当

しているようなんです。そうでしょうか。

上畑建設環境部長さんにお尋ねしますが、

観光に関する。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  担当課におきまして、観光の部分につい

ては、例えば農林商工課の職員が担当して、

ホームページを作成しております。 

  以上です。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私もインターネット操作は余りお得意で

はないです。つくれって言われたら、これ

はもう１週間かかってもできないようなそ

ういった能力しか持ってません。ここに大

勢いらっしゃる議員の中には、そんなもの

すぐぱっとつくる人もいます。やっぱり職

員も同じだと思うんです。その課でそれを

つくることよりも、やっぱりある程度専門

的な知識、そういった企画力、また当然そ

の各部署とこういうふうな連携の中で、少

なくとも観光のページはつくっていただき

たい。 

  せっかくホームページ開けて一番上に四

つ並んでて、観光情報があるのでそこを開

けてみたら真っ白。これだったら豊能町に

住んでも何もない、何もしてないと思われ

る印象を持たれてしまうんです。ですが、

このホームページのこれからの作成につき

まして、これは総務部長にお尋ねしてもよ

ろしいでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  議員のおっしゃるとおり、観光の方へを

クリックしましても出てきませんが、逆に
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住民の方へをクリックすると、その観光の

情報が出てくるというようなことで、これ

を住民の方への記事をそのまま観光の方へ

のページに掲載するだけでも、大分情報量

が違うというふうに思うわけでございます。

それは原課のほうでしていただきたいと思

うわけでございます。専門のホームページ

の担当者が本町にはいませんので、今現在

は各課にそういう工夫をして、なるべくわ

かりやすいことをやってもらいたいという

ふうに思っておりますので、今後ともわか

りやすいホームページがつくれるように、

各課のほうにお願いは続けていきたいと思

っています。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  先ほど豊能町でどんなとこかな、調べて

みようかな、いいところだったらちょっと

引っ越しを考えてみようかなという人のた

めに、豊能に住もうというページがありま

すね。この右のところに立ってます。そこ

を開けますと、動画で豊能町の子育てです

とか自然とか、交通環境ですとか、非常に

気楽に情報が入ってくる。豊能町を知らな

い人に対してまたそういうふうになってい

る。やっぱりそういったつくり方、どなた

がつくられたか私にはわかりませんけども、

やはりそういったことも調べていただきま

して、観光情報に関しましての充実をよろ

しく今後お願いいたしますし、常にホーム

ページに関しては関心持って見るようにい

たしますので、お願いいたします。 

  続きまして、三つ目の質問になりますけ

れども、おでかけくんについて質問いたし

ます。 

  おでかけくんがスタートして１０年以上

になります。利用者にとっては１回２００

円で、町内初め池田市民病院、箕面市民病

院、川西市民病院までお送りしてもらえる

実にありがたい存在となっていますけども、

一方でなかなか予約がとれないといった不

満の声も耳にしてきました。これからます

ます高齢化が進み、おでかけくんのニーズ

が高まってきますので、より多くの方によ

り公平、平等、かつ安定して利用していた

だくためには、利用料金、それから運転協

力費、委託内容など、そのあり方を見直す

必要があるのではないかとの観点から質問

させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  おでかけくんの車は２台あります。この

夏からほぼ毎日２台の車は２台運行されて

ます。何年か前から１台しか運行していな

いということが多かったように記憶してお

ります。その原因なり理由につきまして、

町はどのように分析されてきましたでしょ

うか、お尋ねいたします。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員おっしゃいますように、おでかけく

んにつきましては、平成１５年より運行さ

せていただきまして、住民の方々にもその

周知を図ってきまして、御利用はたくさん

いただいているというような状況でござい

ます。その間、最初は社協さんが運行委託

をさせていただいて、その後民間のＮＰＯ

に変わりまして、運行をお願いしてきたと

いうようなことで、数社変わりながら、今

回この６月からは、シルバー人材センター

に運行を委託しているような状況でござい

ます。 

  今議員の御質問ですけれども、今は２台

の車がフルに稼働しているというような状

況だということで、以前は１台しか稼働し
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ていない状況があったんじゃないかという

ような御質問でございます。確かになかな

か運行協力員さんの手だてがいかないとい

うこと等もございまして、１台はフルに稼

働しているんですけど、もう１台がフルに

稼働しているというような状況がないよう

な時期もございました。 

  以上でございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そのとおりだと思います。今回１日２台

となった要因の一つとしては、その運転協

力員がこれまでの３、４名から新たに５、

６名ふえて、今は１０名前後となっており

ます。その運転してくださる方は、そのよ

うにしていただくようになるためには、大

阪市内や神戸などで朝９時から５時まで丸

二日間にわたって公的の研修を受ける必要

があり、その講習費も約１人２万円前後か

かるようです。その講習費は、最終的にお

でかけくんの委託先か運転協力員みずから

出すか、町が出すかということになるかと

思いますけれども、これまでいろいろあっ

たと思いますけど、この点について町はど

のようなお考えに立っているのか。これは

単に町の考えをお聞きしたいだけですので、

ああせえこうせえというつもりはございま

せんので、正直なところをお願いいたしま

す。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  その点、お答えさせていただきます。 

  運転協力員の資格には、今議員がおっし

ゃいましたとおり、講習を受けていただい

て、その資格が得られるというような代物

でございますが、これにつきましては、町

といたしましては、自動車運転免許証と同

様と考えてございまして、本人に帰属する

といいますか、本人について回るというも

のでございますので、その委託事業者にい

てるからできるということではなしに、そ

こでいなくてもその本人について回ります

ので、一旦とればどこに行ってもそれが通

用するというようなことも含めまして、町

といたしましては原則本人が負担すべきも

のと考えてございます。 

  以上です。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これにつきましては、町は原則本人と考

えてますけど、委託先がみずから出そうが、

それとも委託先のほうから本人みずからと

っていただくようになるか、そこのところ

までも町のほうが何らかの条件などつけて

るんですか。それともそれは委託先か本人

かというのは、委託先の判断任せというこ

とで理解させていただいておりますが、よ

ろしいでしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  議員のおっしゃるとおりでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  おでかけくんの利用は１回２００円です

けど、そこで町内だけじゃなくて、さっき

言ったように近隣三つの市民病院行ってま

すけど、その運転協力員にはその都度町か

ら運転協力費として、一律５００円が支払

われておりますね。ちなみに運転協力員は

約２万円の講習費用をみずから出した場合、
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２万円を割る５００円、少なくとも４０回

は完全無償運転をすることになります。 

  スタート当初のように、豊能町内限定な

ら一律５００円も理解できるんですけど、

三つの町外の市民病院までの距離と時間の

長さを考えると、一律５００円。しかも、

もしもみずからその運行の資格をとるよう

な形だったらば、やはりこの先ふえないか

なと思いますが、それはさておき、町内と

町外の一律５００円につきましては、どの

ようなお考えを持ってますでしょうか。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  その点につきましては、３月議会で管野

議員のほうからも違う切り口ではございま

すが、受益者負担の適正価格と業の公平性

についての観点から、おでかけくんについ

ても質問をいただき、その折に回答させて

いただきましたが、おでかけくんにつきま

しては、現在今議員がおっしゃいましたよ

うに、町内の移動であっても近隣の川西、

池田、箕面市の市立病院であっても、１回

の運行で御本人の負担は２００円というこ

とで、町がプラス３００円出しておるわけ

でございますが、このことが本人負担の金

額的なものは別といたしまして、距離的、

所要時間的に見まして、応益負担の見地か

らすると、公平性が担保されているかとい

うことにつきましては、一定今後整理をさ

せていただき、今後の豊能町の地域公共交

通会議に諮り、見直しをしていきたいと考

えてございます。あわせまして、委託法人

に対します運営委託費についても、固定分

それから実績分の振り分けなども変動する

経費が固定分に入っていたりすることもご

ざいますので、そのあたりも見直しをさせ

ていただいて、今の時代に合いました、そ

れから安定して継続できる運営といいます

か、この事業の展開を図ってまいりたいと

考えてございます。 

  以上です。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっとそもそも論で申しわけないです

けど、おでかけくんは先ほど部長が触れま

したように社協から始まりまして、ついこ

の間までのせ田里伊能、その前はＮＰＯで

したけども、今シルバーと変わってますけ

ども、少なくとも前回ののせ田里伊能と今

回のシルバーの間の委託料、委託内容とい

うのは同じですか。のせ田里伊能のときと

今回のシルバーのときと何か違うというこ

とがもしあるようならば、委託料、委託条

件の違いとその理由をお聞かせください。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  前社といいますか、のせ田里伊能のとき

と今回シルバー人材センターに業務委託を

させていただいたときの条件については、

全く同じでございます。 

  以上です。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  おでかけを利用したい人は１カ月前から

予約することができますよね。今回委託先

を変えるときに、本来５月にのせ田里伊能

がするべき６月分の予約の業務をなぜシル

バー人材センターに依頼したのか、先にや

ったというか、これは依頼してますよ。こ

れがなぜそうなったかということは別の問
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題にしまして、要するにその分シルバーに

払うべき委託料なり委託料の一部なりが支

払われてないということを耳にしますし、

逆に言えば、のせ田里伊能に対してその業

務をしてないのに支払ってるというふうな

ことが生じてるんじゃないかなと思います

ので、これに関しましてはきちっと調査し

ていただいて、町の信頼にかかわることで

すし、ぜひこれは調査してくださいとここ

でお願いにとどめさせていただきますので、

お願いいたします。 

  こちらに町からいただいたシルバー委託

に関する資料がございます。それによりま

すと、シルバーへの委託料はﾉｾﾀﾘｰﾉと同じ、

１カ月３０万２,４００円ですね。このほか

に運転協力金は委託先のシルバーを通して

そのまま運転協力員に支払われますので、

実質シルバーに入っていくのは３０万2,４

００円です。この中からいろんな人件費を

引いていくんですが、なぜかここにおでか

けくんの法定点検代、部品代、保険料まで

はちょっとそうかなと思いますが、運行に

係るガソリン代まで入ってるんです。これ

って不思議じゃありませんか。ガソリン代

が委託料の中に入っていることによって、

運行回数がふえればふえるほど、必然的に

３０万２,４００円に占めるガソリン代の割

合が大きくなっていきます。これはまるで

運行回数は少ないほうがいいと、ふやすの

やめようというかふやすのやめてほしいと

町が言ってるような委託契約に私の目には

見えるんです。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  その点につきまして、先ほども申し上げ

ましたように、固定費の部分に変動部分が

入ってるというようなところでございまし

て、それにつきましては固定分の中にガソ

リン代が入ってるということで、もともと

委託事業者さんからいろんな見積もりもい

ただきながら、マックスでの運行に係るガ

ソリン代とかも加味をさせていただきなが

ら、固定分をはじいているわけなんですけ

れども、やはりもう少し先ほども申し上げ

ましたように、積極的にこれからも高齢者

がふえていくというような状況の中で、利

用者もふえていくだろうということも含め

ますと、安定して継続してこの事業を展開

していくためには、その辺の変動分につい

ては固定費から外して、実績分のほうに移

動させていただいて運行をさせていただく

ということにすべきかなと考えているとこ

ろでございます。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ですよね。どう考えても委託費の中にガ

ソリン代が入って、運行すれば運行するほ

どガソリン代が占めていって、本当に運行

しないほうがいいやとなりかねない契約内

容になってますので、これはぜひ見直して

いただきたい。 

  前回管野議員が御質問し、言っていたよ

うに、利用料金の見直しですとか、運転協

力費の見直し、ぜひこれからされていって

くださるようですけどお願いしたいですし、

部長もちょっと触れていらっしゃいました

けど、やはり運行の回数をふやせばふやす

ほど、変な形でマイナスになっていくより、

やっぱりその運行をもっとふやしてあげよ

うと。できる限り住民からの本当に困って

外出困難の方のそういった気持ちを汲んで

あげたいと。例えばキャンセル待ちをきち

っとして、運行を返すようなそういった努

力もやはり委託先には求めて、それなりの
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やはりお互いがうまくいくような関係をぜ

ひつくっていただきたいと思いますのでお

願いして、私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

  以上です。ありがとうございました。 

○副議長（永谷幸弘君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  この際暫時休憩いたします。 

  再開は、１３時５５分といたします。 

（午後 １時４５分 休憩） 

（午後 １時５５分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第２「第４０号議案から第４８号議

案、及び第１号認定から第７号認定」まで

を議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容は、それぞれ各常任委員会に附

託いたしますので、大綱のみお願いをいた

します。なお、御承知ではございますが、

「質疑は議題になっている事件に対して行

われるものでありますから、現に議題にな

っていなければなりません。また、議題に

関係のないことを聞くことはできない。」

このように規定されておりますので、その

点を十分に御協力いただきますようお願い

申し上げます。 

  まず初めに、第４０号議案から第４８号

議案までの９件に対する質疑を行います。 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  ５番・管野英美子でございます。４４号

議案、平成３０年度豊能町一般会計補正予

算の件です。１１ページの歳出、総務費、

総務管理費、財産管理費の庁舎等管理事業6,

２５２万2,０００円です。中身のことにつ

いては常任委員会で尋ねていただきたいと

思うんですが、議会は通年議会となって、

いつも開会できる用意がございます。小中

一貫、学校再配置や集中豪雨災害対策等、

通常以上の業務がある中で、なぜこんなに

遅い提案になったのかお聞かせください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  本庁の空調につきましては、修繕をする

つもりで春までやってまいりましたが、３

月になりましてから修繕ができないと。更

新、つまりやりかえが必要だということが

わかりました。やりかえをするためには、

まずは入札をしなければならないので、そ

の入札をするための設計業務をまずしなけ

ればならないということで、４月に設計業

務を発注いたしましたところ、このたびそ

の設計が終わったということで、９月議会

の補正予算に工事費を上げさせていただい

たというようなスケジュールでございまし

た。 

  遅くなりましたけども、これから一生懸

命進めまして、何とか空調機を復旧したい

と思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  管野英美子議員。 

○５番（管野英美子君） 

  高齢者の病院では人が亡くなっているん

です。もっと４月から設計を始めて、議会

はいつでも開ける準備があるのに、なぜこ

のようになったのかもう少し。そんなに時

間がかかるものなんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  また設計業務の委託でございます。これ

につきましては４月に告示をし、５月に開
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札をしたということで、工期については今

月までということがございましたので、設

計業務もぎりぎりの期間でやったというよ

うなことがございました。よろしくお願い

いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  ほか、ありませんか。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  同じく第４４号議案の１４ページにあり

ます光風台駅前エスカレーター監視設備構

築事業の2,２６８万円についてお尋ねいた

します。 

  ここにこの予算が上がってきましたのは、

光風台駅を無人化するに当たりまして、も

ともと課題になっていた駅前から上がって

くるエスカレーターの安全、そのための監

視のための予算だということは理解してお

ります。これまでは約1,０００万近く自転

車の駐輪場の監視と合わせてかかっていた

ものを、今回これを委託することによって、

年間１７０万円になるということも教えて

いただいています。ただ、残り2,０００万

近いところで工事をして、新たな監視設備

をつくるわけですが、その監視してくださ

る先が能勢電の山下駅というふうにお伺い

しておりますが、まず私のこの理解でよろ

しかったですよね。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  山下駅で監視業務を行っていただく予定

でございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  幸い、これまで光風台の駅前のエスカレ

ーターは事故がありませんでしたけども、

全般的に見てエスカレーターの事故ありま

すよね。そういったときのための監視カメ

ラということはよく理解いたしますが、そ

の山下駅には常時職員は何人いらっしゃる

んですか。確かこのエスカレーターという

のは、朝６時半から１１時半ぐらいまで稼

働していたと思いますが、その間ずっと山

下駅には同じ職員数が張りついているのか

どうか。もしも事故があった場合、その方

がすぐかけつけてくださる間、何か対応し

てくださって向かってくる間の山下駅の業

務がそれでやっていけるという先方の了解

をいただいているのかどうか。そして実際

ここへ来るまでに１０分置きですので、遅

いときは１５分ぐらい間があいてしまうか

もしれませんけども、このあたりにつきま

しては、能勢電車との間で安全体制に向け

てどのようになっていらっしゃるのか。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  山下駅にどのぐらいの職員が配置されて

るかというのは、まだ数については認識し

ておりません。でもいざ何か起こる事故の

対応につきましては、そういう能勢電のほ

うで対応マニュアルというのがあるという

ように聞いておりますので、それを今現在

取り寄せてまして、その対応についても能

勢電と協議をしていきたいというふうに考

えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。３回目の質問です。 

○９番（秋元美智子君） 



 3－54 

  はい、わかりました。 

  正直能勢電の人員削減の状況を見ていく

と、本当に能勢電のほうは対応できるのか

なと心配を正直持っております。ですから、

今そういったことも含めまして、きちっと

委員会で御説明お願いしたいと思います。 

  それで、この後の工事の費用ですけど、

約2,１００万ぐらいだと思います。この内

訳、なぜ2,１００万円かかるのか。最後に

その内訳をお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  監視に伴う導入費用の内訳ですけども、

設計に伴うものが２７０万円、カメラの設

置とかインターホン、エスカレーターの異

常を伴う通信工事については、1,６７３万

円、それから能勢電にお支払いする事務費

として１５７万円、請負設計工事としまし

て、消費税が１６８万円で合計2,１００万

円なります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  ほか、ありませんか。 

  ですので、出た意見等々の深掘りはまた

常任委員会でお願いしておきたいと思いま

す。 

  それでは、次に第１号認定から第７号認

定までの７件に対する質疑を行います。 

  ありませんか。 

  そうしましたら、こちらも決算特別委員

会でしっかりとお願いしたいと思います。 

  それでは総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第１号認定から第７号認定までは、６名

の委員をもって構成する決算特別委員会を

設置し、第４０号議案から第４８号議案、

及び第１号認定から第７号認定までは、お

手元に配付の付託表のとおり、それぞれの

常任委員会及び決算特別委員会に付託の上、

審査することにしたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第４０号議案から第４８号議案、

及び第１号認定から第７号認定までは、お

手元に配付の付託表のとおり、それぞれの

常任委員会及び決算特別委員会にて付託の

上、審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置いたしました決算特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第

７条の規定により決算特別委員会委員に、

田中龍一議員、中川敦司議員、寺脇直子議

員、管野英美子議員、高尾靖子議員、西岡

義克議員、以上６名をそれぞれ指名いたし

たいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました６名

の議員を決算特別委員会委員に選任するこ

とに決しました。 

  ただいま選任いたしました決算特別委員

会委員の互選により、委員長に中川敦司議

員、副委員長に高尾靖子議員が選出されま

した。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は９月２１日午後１時より会議を開

きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時０７分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第４０号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第４１号議案 豊能町税条例等改正の件 

第４２号議案 豊能町ラブホテル建築規制に関する条例改正の件 

第４３号議案 豊能町農地及び農業用施設災害復旧事業の施行について 

第４４号議案 平成３０年度豊能町一般会計補正予算の件 

第４５号議案 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第４６号議案 平成３０年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算の件 

第４７号議案 平成３０年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第４８号議案 平成３０年度豊能町水道事業会計補正予算の件 

第 １号認定 平成２９年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成２９年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成２９年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成２９年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成２９年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成２９年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 

第 ７号認定 平成２９年度豊能町水道事業会計決算の認定について 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 ４番 

 

        同   ５番 

 

 

 

 

 


